
令和７年南砺市議会定例会

令和７年１２月会議

議案 参考資料
【条例等 新旧対照表】
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議案第 １０７ 号 児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例････････････････････････････････････････････････ ３

議案第 １０９ 号 南砺市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について････ ６

議案第 １１０ 号 南砺市財産条例の一部改正について････････････････････････････ ２１

議案第 １１１ 号 南砺市桜ヶ池クアガーデン条例の一部改正について･･････････････ ２２

議案第 １１２ 号 南砺市五箇山合掌の里条例の一部改正について･･････････････････ ２３

議案第 １１３ 号 南砺市福野文化創造センター条例等の一部改正等について････････････２６

議案第 １１５ 号 高岡市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る連携

協約の変更に関する協議について･･････････････････････ １１７

議案第 １１６ 号 射水市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る連携

協約の変更に関する協議について･･････････････････････ １１９

議案第 １１７ 号 氷見市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る連携

協約の変更に関する協議について･･････････････････････ １２１

議案第 １１８ 号 砺波市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る連携

協約の変更に関する協議について･･････････････････････ １２３

議案第 １１９ 号 小矢部市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る

連携協約の変更に関する協議について･･････････････････ １２５
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南砺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第１条関係）

現行 改正案 備考

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止)
第 25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付

認定子どもに対し、児童福祉法第 33条の 10各号に掲

げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。

第 25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付

認定子どもに対し、児童福祉法第 33条の 10第 1項各

号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設

の職員にあっては、認定こども園法第 27条の 2第 1項

各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっ

ては、学校教育法第 28条第 2項において準用する認定

こども園法第 27条の 2第 1項各号)に掲げる行為その

他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響

を与える行為をしてはならない。

法改正に伴う規

定の改正
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南砺市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第２条関係）

現行 改正案 備考

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止）

第 12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対

し、法第 33条の 10各号に掲げる行為その他当該利用

乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはなら

ない。

第 12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対

し、法第 33条の 10第 1項各号に掲げる行為その他当

該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をして

はならない。

法改正に伴う規

定の改正
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南砺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第３条関係）

現行 改正案 備考

(虐待等の禁止) (虐待等の禁止)

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に

対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該利用

者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならな

い。

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に

対し、法第33条の10第１項各号に掲げる行為その他当

該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。

法改正に伴う規

定の改正
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南砺市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表(第１条関係)

現行 改正案 備考

(初任給調整手当) (初任給調整手当)

第8条の2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職に新

たに採用された職員には、月額310,000円を超えない範

囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日(採
用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過す

るごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給す

る。

第8条の2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職に新

たに採用された職員には、月額310,800円を超えない範

囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日(採
用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過す

るごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給す

る。

人事院勧告に基

づく手当限度額

の改正

2・3 （略） 2・3 （略）

(宿日直手当) (宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回
につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するた

めの医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては30,000
円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿

日直勤務にあっては9,000円)を超えない範囲内におい

て規則で定める額を宿日直手当として支給する。

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回
につき、4,700円(入院患者の病状の急変等に対処するた

めの医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては30,000
円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿

日直勤務にあっては9,000円)を超えない範囲内におい

て規則で定める額を宿日直手当として支給する。

同上

2 （略） 2 （略）

(期末手当) (期末手当)

第23条 （略） 第23条 （略） 人事院勧告に基

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(行政職

給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場

合には100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員で

づく支給率の改

正
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もの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で

その職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当する

もの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。

第26条及び附則第15項において「特定幹部職員」とい

う。)にあっては100分の105)を乗じて得た額に、基準日

以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。

その職務の級が7級であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規

則で定める職員を除く。第26条及び附則第15項において

「特定幹部職員」という。)にあっては100分の105)を乗

じて得た額に、12月に支給する場合には100分の127.5
(特定幹部職員にあっては、100分の107.5)を乗じて得た

額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「100分の125」とあるのは「100
分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」
とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「100分の125」とあるのは「100
分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」
と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、

「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。

人事院勧告に基

づく支給率の改

正

4～6 （略） 4～6 （略）

(勤勉手当) (勤勉手当)

第26条 （略） 第26条 （略）

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則

で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とす

る。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の

額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ご

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則

で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とす

る。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の

額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ご
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との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはな

らない。

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはな

らない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以

外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附

則第12項第3号において同じ。)において受けるべき扶

養手当の月額を加算した額に100分の105(特定幹部職

員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以

外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附

則第12項第3号において同じ。)において受けるべき扶

養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合に

は100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の12
5)、12月に支給する場合には100分の107.5(特定幹部

職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総

額

人事院勧告に基

づく支給率の改

正

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額

に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)
を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額

に、6月に支給する場合には100分の50(特定幹部職員

にあっては、100分の60)、12月に支給する場合には1
00分の52.5(特定幹部職員にあっては、100分の62.5)
を乗じて得た額の総額

同上

3～5 （略） 3～5 （略）

別表第1(第3条関係) 別表第1(第3条関係) 人事院勧告に基

行政職給料表 行政職給料表 づく給料表の改

（略） （略） 定

別表第2(第3条関係) 別表第2(第3条関係)
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医療職給料表 医療職給料表

（略） （略）
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南砺市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第２条関係）

現行 改正案 備考

(期末手当) (期末手当)

第23条 （略） 第23条 （略）

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場

合には100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員で

その職務の級が7級であるもの並びに同表以外の各給料

表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規

則で定める職員を除く。第26条及び附則第15項において

「特定幹部職員」という。)にあっては100分の105)を乗

じて得た額に、12月に支給する場合には100分の127.5
(特定幹部職員にあっては、100分の107.5)を乗じて得た

額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25(行
政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級で

あるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職

員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当

するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除

く。第26条及び附則第15項において「特定幹部職員」と

いう。)にあっては100分の106.25)を乗じて得た額に基

準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合

を乗じて得た額とする。

人事院勧告に基

づく支給率の改

正

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「100分の125」とあるのは「100
分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」
と、「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」と、

「100分の107.5」とあるのは「100分の62.5」とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適

用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「1
00分の71.25」と、「100分の106.25」とあるのは「100
分の61.25」とする。

同上
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4～6 （略） 4～6 （略）

(勤勉手当) (勤勉手当)

第26条 （略） 第26条 （略）

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則

で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とす

る。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の

額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはな

らない。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則

で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とす

る。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の

額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ご

との総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはな

らない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以

外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附

則第12項第3号において同じ。)において受けるべき扶

養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合に

は100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の12
5)、12月に支給する場合には100分の107.5(特定幹部

職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総

額

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以

外の職員の当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附

則第12項第3号において同じ。)において受けるべき扶

養手当の月額を加算した額に100分の106.25(特定幹

部職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の

総額

人事院勧告に基

づく支給率の改

正

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額

に、6月に支給する場合には100分の50(特定幹部職員

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額

に100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の6

同上
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にあっては、100分の60)、12月に支給する場合には1
00分の52.5(特定幹部職員にあっては、100分の62.5)
を乗じて得た額の総額

1.25)を乗じて得た額の総額
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南砺市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例新旧対照表(第３条関係)

現行 改正案 備考

(期末手当) (期末手当)

第5条 （略） 第5条 （略）

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に

規定する者にあっては、その職を離れた日現在)におい

て特別職の職員が受けるべき給料の月額及び給料の月

額に100分の40を乗じて得た額の合計額に100分の172.
5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における

その者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に

規定する者にあっては、その職を離れた日現在)におい

て特別職の職員が受けるべき給料の月額及び給料の月

額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、6月に支給

する場合には100分の172.5、12月に支給する場合には1
00分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

人事院勧告に準

じた支給率の改

正

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）
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南砺市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例新旧対照表(第４条関係）

現行 改正案 備考

(期末手当) (期末手当)

第5条 （略） 第5条 （略）

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に

規定する者にあっては、その職を離れた日現在)におい

て特別職の職員が受けるべき給料の月額及び給料の月

額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、6月に支給

する場合には100分の172.5、12月に支給する場合には1
00分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に

規定する者にあっては、その職を離れた日現在)におい

て特別職の職員が受けるべき給料の月額及び給料の月

額に100分の40を乗じて得た額の合計額に100分の175
を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における

その者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。

人事院勧告に準

じた支給率の改

正

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

-14-



南砺市議会の議員報酬等に関する条例新旧対照表(第５条関係)

現行 改正案 備考

(期末手当) (期末手当)

第4条 （略） 第4条 （略）

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に

規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、

死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)にお

いて議員等が受けるべき議員報酬の月額及び当該議員

報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に100
分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に

規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、

死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)にお

いて議員等が受けるべき議員報酬の月額及び当該議員

報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、6
月に支給する場合には100分の172.5、12月に支給する

場合には100分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前6
月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。

人事院勧告に準

じた支給率の改

正

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）
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南砺市議会の議員報酬等に関する条例新旧対照表(第６条関係)

現行 改正案 備考

(期末手当) (期末手当)

第4条 （略） 第4条 （略）

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に

規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、

死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)にお

いて議員等が受けるべき議員報酬の月額及び当該議員

報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、6
月に支給する場合には100分の172.5、12月に支給する

場合には100分の177.5を乗じて得た額に、基準日以前6
月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に

規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、

死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)にお

いて議員等が受けるべき議員報酬の月額及び当該議員

報酬の月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に100
分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間に

おけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

人事院勧告に準

じた支給率の改

正

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）
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南砺市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例新旧対照表(第7条関係)

現行 改正案 備考

(特定任期付職員の給与に関する特例) (特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された

職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律

(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のう

ち地方公営企業に勤務する者をいう。以下同じ。)であ

る職員を除く。以下同じ。)(以下「特定任期付職員」と

いう。)には、次の給料表を適用する。

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された

職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律

(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のう

ち地方公営企業に勤務する者をいう。以下同じ。)であ

る職員を除く。以下同じ。)(以下「特定任期付職員」と

いう。)には、次の給料表を適用する。

人事院勧告に基

づく給料表の改

正

2～4 （略） 2～4 （略）

（略） （略）

(特定任期付職員についての給与条例の適用除外等) (特定任期付職員についての給与条例の適用除外等)

第9条 （略） 第9条 （略）

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条第1項及び第

2項、第23条第2項、第26条第2項第1号並びに第27条第1
2 特定任期付職員に対する給与条例第21条第1項及び第

2項、第23条第2項、第26条第2項第1号並びに第27条第1
人事院勧告に基

づく支給率の改

号給 給料月額(円)
1 392,000
2 440,000
3 492,000
4 555,000
5 634,000
6 740,000

号級 給料月額(円)
1 405,000
2 455,000
3 508,000
4 574,000
5 655,000
6 765,000
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項の規定の適用については、給与条例第21条第1項中「管

理監督職員」とあるのは「南砺市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定に

より任期を定めて採用された職員」と、給与条例第23
条第2項各号列記以外の部分中「100分の125」とあるの

は「100分の95」と、給与条例第26条第2項第1号中「1
00分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。

項の規定の適用については、給与条例第21条第1項中「管

理監督職員」とあるのは「南砺市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定に

より任期を定めて採用された職員」と、給与条例第23
条第2項各号列記以外の部分中「100分95」とあるのは

「100分の97.5」と、給与条例第26条第2項第1号中「10
0分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。

正
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南砺市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例新旧対照表（第８条関係）

現行 改正案 備考

(特定任期付職員についての給与条例の適用除外等) (特定任期付職員についての給与条例の適用除外等)

第9条 （略） 第9条 （略）

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条第1項及び第

2項、第23条第2項、第26条第2項第1号並びに第27条第1
項の規定の適用については、給与条例第21条第1項中「管

理監督職員」とあるのは「南砺市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定に

より任期を定めて採用された職員」と、給与条例第23
条第2項各号列記以外の部分中「100分の95」とあるの

は「100分の97.5」と、給与条例第26条第2項第1号中「1
00分の87.5」とあるのは「100分の90」とする。

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条第1項及び第

2項、第23条第2項、第26条第2項第1号並びに第27条第1
項の規定の適用については、給与条例第21条第1項中「管

理監督職員」とあるのは「南砺市一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定に

より任期を定めて採用された職員」と、給与条例第23条

第2項各号列記以外の部分中「100分の97.5」とあるのは

「100分の96.25」と、給与条例第26条第2項第1号中「1
00分の90」とあるのは「100分の88.75」とする。

人事院勧告に基

づく支給率の改

正
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南砺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例新旧対照表（第９条関係）

現行 改正案 備考

別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 人事院勧告に基

(1) 会計年度任用職員行政職1給料表

(略)
(1) 会計年度任用職員行政職1給料表

(略)
づく給料表の改

正

別表第2(第4条関係) 別表第2(第4条関係) 同上

(2) 会計年度任用職員行政職2給料表

(略)
(2) 会計年度任用職員行政職2給料表

(略)

別表第3(第4条関係) 別表第3(第4条関係) 同上

(3) 会計年度任用職員医療職給料表 (3) 会計年度任用職員医療職給料表

ア 医療職給料表(1) ア 医療職給料表(1)

(略) (略)

イ 医療職給料表(2) イ 医療職給料表(2)

(略) (略)

ウ 医療職給料表(3) ウ 医療職給料表(3)
(略) (略)
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南砺市財産条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(貸付期間) (貸付期間)

第12条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えること

ができない。

第12条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分

に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えること

ができない。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年 (3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年 貸付期間上限の

延長

2 （略） 2 （略）

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

(物品の交換) 見出しの追加

第17条 （略） 第17条 （略）
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南砺市桜ヶ池クアガーデン条例新旧対照表

現行 改正案 備考

別表(第6条関係) 別表(第6条関係)

利用料金設定基準 利用料金設定基準

利用金額は、次の金額(サービス料を除く。)を基礎と

して設定するものとする。

利用金額は、次の金額(サービス料を除く。)を基礎と

して設定するものとする。

1 一般利用の利用料金(上限額) 1 一般利用の利用料金(上限額)

利用料金の改正

2 団体利用等の利用料金（略） 2 団体利用等の利用料金（略）

3 附属設備等の利用料金（略） 3 附属設備等の利用料金（略）

4 営利目的による利用料金（略） 4 営利目的による利用料金（略）

区分 単位 金額

宿泊料 1泊1室 66,000円

研修会議室利用

料

1室1時間 3,300円

入湯料 1回1人 770円

プール利用料 1回1人 2,200円

区分 単位 金額

宿泊料 1泊1室 110,000円

研修会議室利用

料

1室1時間 11,000円

入湯料 1回1人 1,200円

プール利用料 1回1人 3,500円
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南砺市五箇山合掌の里条例新旧対照表

現行 改正案 備考

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係)

施設の名称及び位置 施設の名称及び位置

施設の位置の変

更

別表第2(第9条関係) 別表第2(第9条関係)

1 合掌の里利用料金 1 合掌の里利用料金

利用料金の改正

名称 位置

合掌造り宿泊棟・合掌コテー

ジ

南砺市菅沼字仕明855番地

みどり館 南砺市菅沼字仕明855番地

五箇山青少年旅行村(キャンプ

場・農村公園・テニスコート)

南砺市菅沼字仕明626番地

五箇山生活館 南砺市田下字呼戸786番地

合掌体験館 南砺市田下字呼戸776番地

茅葺き技術研修施設 南砺市田下字呼戸29番地

野外ステージ・多目的広場 南砺市田下字呼戸782番地

合掌の里総合案内所 南砺市田下字呼戸783番地

合掌休憩所 南砺市田下字呼戸776番地

名称 位置

合掌造り宿泊棟・合掌コテー

ジ

南砺市菅沼字仕明855番地

みどり館 南砺市菅沼字仕明855番地

五箇山青少年旅行村(キャンプ

場・農村公園・テニスコート)

南砺市菅沼字仕明626番地

五箇山生活館 南砺市田下字呼戸786番地

合掌体験館 南砺市田下字呼戸776番地

茅葺き技術研修施設 南砺市田下字呼戸29番地

野外ステージ・多目的広場 南砺市田下字呼戸782番地

合掌の里総合案内所 南砺市田下字呼戸784番地

合掌休憩所 南砺市田下字呼戸776番地

合

掌

造

り

種別 金額 備考

宿泊 4,070円食事の提供なし、利用

者1人につき

夕食 2,530円利用者1人につき

合

掌

造

り

種別 金額 備考

宿泊 11,000円食事の提供なし、利用

者1人につき

休憩 1,100円利用者1人につき
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宿

泊

棟

昼食 1,100円

朝食 1,100円

1泊2食 7,700円

1泊3食 8,800円

休憩 1,100円

入浴 330円

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

1時間 660円テニスコート1面

半日 2,200円テニスコート1面

1日 4,400円テニスコート1面

合

掌

コ

テ

ー

ジ

宿泊 1棟当たり 50,600円

5人を超える場合1人当

たり 5,060円増し

利用時間

午後4時から翌日午前10

時まで

10日以上引き続き宿泊

する場合は、2割引とす

る。

延長 1棟当たり1時間 3,190

円

10人を超える場合1人当

たり 310円増し

休憩 1棟当たり 12,650円 利用時間

宿

泊

棟

入浴 330円

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

1時間 660円テニスコート1面

半日 2,200円テニスコート1面

1日 4,400円テニスコート1面

合

掌

コ

テ

ー

ジ

宿泊 1棟当たり 110,000円

5人を超える場合1人当

たり 11,000円増し

利用時間

午後4時から翌日午前10

時まで

10日以上引き続き宿泊

する場合は、2割引とす

る。

延長 1棟当たり1時間 3,190

円

10人を超える場合1人当

たり 310円増し

休憩 1棟当たり 12,650円

10人を超える場合1人当

たり 1,260円増し

利用時間

午前11時から午後3時ま

で

暖房料1棟当たり 5,060円 暖房料は、11月から3月
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2 キャンプ場等利用料金（略） 2 キャンプ場等利用料金（略）

3 五箇山生活館入館料（略） 3 五箇山生活館入館料（略）

4 茅葺き技術研修施設利用料金（略） 4 茅葺き技術研修施設利用料金（略）

10人を超える場合1人当

たり 1,260円増し

午前11時から午後3時ま

で

暖房料1棟当たり 5,060円 暖房料は、11月から3月

まで

まで
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南砺市福野文化創造センター条例新旧対照表（第１条関係）

現行 改正案 備考

(名称及び位置) (名称及び位置)

第2条 （略） 第2条 （略）

2 前項の南砺市福野文化創造センターに次のとおり分館

を置く。

(1) 名称 喜知屋

(2) 位置 南砺市福野1655番地

分館の廃止

別表(第13条関係) 別表(第13条関係)

(1) 南砺市福野文化創造センター 分館の廃止に伴

う表の改正施設

名

面積

(m2)
区分 基本利用料金(円)

午前 午後 夜間 昼間 昼夜

間

全日

9時
から

12時
まで

13時
から

17時
まで

18時
から2
1時30
分まで

9時
から

17時
まで

13時
から

21時
30分
まで

9時か

ら21
時30
分ま

で

ホー

ル(楽
屋含)

795 平日 14,24
0
21,37

0
28,49

0
28,49

0
42,74

0
49,86

0
土曜

日、日

17,07
0
25,66

0
34,15

0
34,15

0
51,22

0
59,81

0

施設

名

面積

(m2)
区分 基本利用料金(円)

午前 午後 夜間 昼間 昼夜

間

全日

9時
から

12時
まで

13時
から

17時
まで

18時
から2
1時30
分まで

9時
から

17時
まで

13時
から

21時
30分
まで

9時か

ら21
時30
分ま

で

ホー

ル(楽
屋含)

795 平日 14,24
0
21,37

0
28,49

0
28,49

0
42,74

0
49,86

0
土曜

日、日

17,07
0
25,66

0
34,15

0
34,15

0
51,22

0
59,81

0
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曜日及

び休日

アー

トス

ペー

ス

376 平日 11,52
0

土曜

日、日

曜日及

び休日

13,82
0

デー

タス

ペー

ス

149 平日 10,47
0

土曜

日、日

曜日及

び休日

12,57
0

スタ

ジオ

M

100 1人 310 410 410 730 830 1,150
1室 2,8203,770 3,3506,6007,120 9,950

スタ

ジオ

D

86 1人 310 410 410 730 830 1,150
1室 2,8203,770 3,3506,6007,120 9,950

楽屋 27 1室 1,8802,510 2,2004,4004,710 6,600
芝水

庵

82 1室 1,8802,510 2,2004,4004,710 6,600

曜日及

び休日

アー

トス

ペー

ス

376 平日 11,52
0

土曜

日、日

曜日及

び休日

13,82
0

デー

タス

ペー

ス

149 平日 10,47
0

土曜

日、日

曜日及

び休日

12,57
0

スタ

ジオ

M

100 1人 310 410 410 730 830 1,150
1室 2,8203,770 3,3506,6007,120 9,950

スタ

ジオ

D

86 1人 310 410 410 730 830 1,150
1室 2,8203,770 3,3506,6007,120 9,950

楽屋 27 1室 1,8802,510 2,2004,4004,710 6,600
芝水

庵

82 1室 1,8802,510 2,2004,4004,710 6,600
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セミ

ナー

ルー

ムA

70 1室 1,5702,090 1,8803,6603,980 5,550

セミ

ナー

ルー

ムB

41 1室 1,2501,670 1,4602,9303,140 4,400

セミ

ナー

ルー

ムC

72 1室 1,5702,090 1,8803,6603,980 5,550

ミー

ティ

ング

ルー

ム

41 1室 1,2501,670 1,4602,9303,140 4,400

控室 17 1室 9401,250 1,1002,2002,350 3,300
アト

リエ

A

50 1人 310 410 410 730 830 1,150
1室 2,2002,930 2,6105,1305,550 7,750

アト 56 1人 310 410 410 730 830 1,150
1室 2,2002,930 2,6105,1305,550 7,750

セミ

ナー

ルー

ムA

70 1室 1,5702,090 1,8803,6603,980 5,550

セミ

ナー

ルー

ムB

41 1室 1,2501,670 1,4602,9303,140 4,400

セミ

ナー

ルー

ムC

72 1室 1,5702,090 1,8803,6603,980 5,550

ミー

ティ

ング

ルー

ム

41 1室 1,2501,670 1,4602,9303,140 4,400

控室 17 1室 9401,250 1,1002,2002,350 3,300
アト

リエ

A

50 1人 310 410 410 730 830 1,150
1室 2,2002,930 2,6105,1305,550 7,750

アト 56 1人 310 410 410 730 830 1,150
1室 2,2002,930 2,6105,1305,550 7,750
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備考 (略) 備考（略）

(2) 喜知屋

リエ

C
喫茶

室

144 月額 50,920

附属設備 指定管理者が別に定める額

リエ

C
喫茶

室

144 月額 50,920

附属設備 指定管理者が別に定める額

区分 利用料金(1人1回につき)
一般 100円
中学生又は義務教育学校の

後期課程の生徒以下

無料
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南砺市体育施設条例新旧対照表（第２条関係）

現行 改正案 備考

(名称及び位置) (名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の廃止名称 位置

南砺市城端西部体育館 南砺市野田78番地2
南砺市城端東部体育館 南砺市理休429番地

南砺市利賀中村体育館 南砺市利賀村上百瀬50番地

南砺市井波社会体育館 南砺市井波700番地110
南砺市井波八乙女体育館 南砺市井波273番地

南砺市福野体育館 南砺市寺家八田島321番地1
南砺市福野B＆G海洋セン

ター

南砺市苗島4799番地

南砺市旅川体育館 南砺市院林82番地4
南砺市福野北部体育館 南砺市岩武新111番地

南砺市福野東部体育館 南砺市百町5番地1
南砺市高瀬ふれあい体育館 南砺市安清3174番地

南砺市福野南部コミュニテ

ィセンター

南砺市広安338番地2

南砺市アクティブ東石黒 南砺市布袋43番地3
南砺市コミュニティ菅の山 南砺市安居300番地1
南砺市福光体育館 南砺市福光616番地

名称 位置

南砺市城端西部体育館 南砺市野田78番地2
南砺市城端東部体育館 南砺市理休429番地

南砺市利賀中村体育館 南砺市利賀村上百瀬50番地

南砺市井波社会体育館 南砺市井波700番地110
南砺市井波八乙女体育館 南砺市井波273番地

南砺市福野体育館 南砺市寺家八田島321番地1
南砺市福野B＆G海洋セン

ター

南砺市苗島4799番地

南砺市旅川体育館 南砺市院林82番地4
南砺市福野北部体育館 南砺市岩武新111番地

南砺市福野東部体育館 南砺市百町5番地1
南砺市高瀬ふれあい体育館 南砺市安清3174番地

南砺市福野南部コミュニテ

ィセンター

南砺市広安338番地2

南砺市アクティブ東石黒 南砺市布袋43番地3
南砺市コミュニティ菅の山 南砺市安居300番地1
南砺市福光体育館 南砺市福光616番地

-30-



南砺市福光西部体育館 南砺市法林寺18番地2
南砺市福光東部体育館 南砺市荒木460番地

南砺市福光里山体育館 南砺市小院瀬見1800番地

南砺市城端温水プール 南砺市城端字大堤島1938番地

南砺市福光プール 南砺市法林寺字松ノ谷2051番
地

南砺市上平グラウンド 南砺市東赤尾65番地

南砺市利賀グラウンド 南砺市利賀村上百瀬54番地

南砺市旅川グラウンド 南砺市院林82番地3
南砺市福光総合グラウンド 南砺市法林寺字大谷5628番地

南砺市福光屋内グラウンド 南砺市法林寺字松ノ谷1番地2
南砺市いなみ木彫りの里テ

ニスコート

南砺市北川767番地

南砺市福野テニスコート 南砺市柴田屋613番地1
南砺市福光里山テニスコー

ト

南砺市才川七字風吹山16番地

南砺市東洋紡屋外球技場 南砺市山見2000番地

南砺市城端ペタンク場 南砺市理休336番地2
南砺市井波ゲートボール場 南砺市北川245番地1
南砺市井口ゲートボール場 南砺市池尻13番地1
南砺市城南スタジアム 南砺市泉沢字吉兵衛島723番

地

南砺市城南テニスコート 南砺市泉沢字吉兵衛島700番

南砺市福光西部体育館 南砺市法林寺18番地2
南砺市福光東部体育館 南砺市荒木460番地

南砺市城端温水プール 南砺市城端字大堤島1938番地

南砺市福光プール 南砺市法林寺字松ノ谷2051番
地

南砺市上平グラウンド 南砺市東赤尾65番地

南砺市利賀グラウンド 南砺市利賀村上百瀬54番地

南砺市旅川グラウンド 南砺市院林82番地3
南砺市福光総合グラウンド 南砺市法林寺字大谷5628番地

南砺市福光屋内グラウンド 南砺市法林寺字松ノ谷1番地2
南砺市いなみ木彫りの里テ

ニスコート

南砺市北川767番地

南砺市福野テニスコート 南砺市柴田屋613番地1
南砺市東洋紡屋外球技場 南砺市山見2000番地

南砺市城端ペタンク場 南砺市理休336番地2
南砺市井波ゲートボール場 南砺市北川245番地1
南砺市井口ゲートボール場 南砺市池尻13番地1
南砺市城南スタジアム 南砺市泉沢字吉兵衛島723番

地

南砺市城南テニスコート 南砺市泉沢字吉兵衛島700番
地

南砺市城南ターゲットバー

ドゴルフ場

南砺市野口字向野島1575番地
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(指定管理者による管理) (指定管理者による管理)

第3条 （略） 第3条 （略）

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設について

は、教育委員会が管理を行う。この場合において、こ

の条例中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」

と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替える

ものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設について

は、教育委員会が管理を行う。この場合において、こ

の条例中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」

と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替える

ものとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 南砺市福光里山体育館 施設の廃止に伴

(3) （略） (2) （略） う規定の改正

(4) （略） (3) （略）

(5) 南砺市福光里山テニスコート

(6) （略） (4) （略）

(7) （略） (5) （略）

地

南砺市城南ターゲットバー

ドゴルフ場

南砺市野口字向野島1575番地

南砺市城南野外ステージ 南砺市泉沢字吉兵衛島200番
地

南砺市城南屋内グラウンド 南砺市城端字吉兵衛島310番
地

南砺市井口屋内グラウンド 南砺市池尻13番地1

南砺市城南野外ステージ 南砺市泉沢字吉兵衛島200番
地

南砺市城南屋内グラウンド 南砺市城端字吉兵衛島310番
地

南砺市井口屋内グラウンド 南砺市池尻13番地1
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別表第1(第6条関係) 別表第1(第6条関係)

施設の廃止に伴

う表の改正

名称 休館日 開館時間

南砺市城端西部

体育館

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市城端東部

体育館

南砺市利賀中村

体育館

南砺市井波社会

体育館

月曜日、国民の

祝日に関する法

律(昭和23年法律

第178号)による

休日(以下「休

日」という。)の
翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

に当たる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市井波八乙

女体育館

南砺市福野体育

館

12月28日から翌

年の1月5日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

名称 休館日 開館時間

南砺市城端西部

体育館

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市城端東部

体育館

南砺市利賀中村

体育館

南砺市井波社会

体育館

月曜日、国民の

祝日に関する法

律(昭和23年法律

第178号)による

休日(以下「休

日」という。)の
翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

に当たる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市井波八乙

女体育館

南砺市福野体育

館

12月28日から翌

年の1月5日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで
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南砺市福

野B＆G
海洋セン

ター

プール

以外

プール 10月から翌年6月
まで

平日 午前9時から午

後9時まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後4時30分ま

で

南砺市旅川体育

館

月曜日、休日の

翌日及び12月28
日から翌年の1月
5日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福野北部

体育館

12月28日から翌

年の1月5日まで

平日 午後1時から午

後9時30分まで

土曜日、日曜日及び休

日 午前9時から午後9
時30分まで

南砺市福野東部

体育館

南砺市高瀬ふれ

あい体育館

南砺市福野南部

コミュニティセ

ンター

南砺市アクティ

ブ東石黒

南砺市福

野B＆G
海洋セン

ター

プール

以外

プール 10月から翌年6月
まで

平日 午前9時から午

後9時まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後4時30分ま

で

南砺市旅川体育

館

月曜日、休日の

翌日及び12月28
日から翌年の1月
5日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福野北部

体育館

12月28日から翌

年の1月5日まで

平日 午後1時から午

後9時30分まで

土曜日、日曜日及び休

日 午前9時から午後9
時30分まで

南砺市福野東部

体育館

南砺市高瀬ふれ

あい体育館

南砺市福野南部

コミュニティセ

ンター

南砺市アクティ

ブ東石黒
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南砺市コミュニ

ティ菅の山

南砺市福光体育

館

火曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福光西部

体育館

南砺市福光東部

体育館

南砺市福光里山

体育館

午前9時から午後5時ま

で

南砺市城端温水

プール

火曜日、12月29
日から翌年の1月
3日まで

平日 午後1時から午

後9時まで

日曜日及び休日 午後

1時から午後5時まで

南砺市福光プー

ル

水曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

(4月か

ら11月
まで)

平日 午後1時
から午後9時30
分まで

土曜日並びに7
月及び8月 午

前10時から午

後9時30分まで

平日(12月から3月まで)

南砺市コミュニ

ティ菅の山

南砺市福光体育

館

火曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福光西部

体育館

南砺市福光東部

体育館

南砺市城端温水

プール

火曜日、12月29
日から翌年の1月
3日まで

平日 午後1時から午

後9時まで

日曜日及び休日 午後

1時から午後5時まで

南砺市福光プー

ル

水曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

(4月か

ら11月
まで)

平日 午後1時
から午後9時30
分まで

土曜日並びに7
月及び8月 午

前10時から午

後9時30分まで

平日(12月から3月まで)
午後1時から午後9時

まで
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午後1時から午後9時
まで

土曜日(12月から3月ま

で) 午前10時から午後

9時まで

日曜日及び休日 午前

10時から午後5時まで

南砺市上平グラ

ウンド

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市利賀グラ

ウンド

南砺市旅川グラ

ウンド

12月28日から翌

年の1月5日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市福光総合

グラウンド

4月から10月 午前5時
から午後9時30分まで

11月から3月 午前9時
から午後9時まで

南砺市福光屋内

グラウンド

水曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1

平日(4月から11月まで)
午前9時から午後9時

30分まで

平日(12月から3月まで)
午前9時から午後9時

まで

土曜日(12月から3月ま

で) 午前10時から午後

9時まで

日曜日及び休日 午前

10時から午後5時まで

南砺市上平グラ

ウンド

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市利賀グラ

ウンド

南砺市旅川グラ

ウンド

12月28日から翌

年の1月5日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市福光総合

グラウンド

4月から10月 午前5時
から午後9時30分まで

11月から3月 午前9時
から午後9時まで

南砺市福光屋内

グラウンド

水曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日(4月から11月まで)
午前9時から午後9時

30分まで

平日(12月から3月まで)
午前9時から午後9時

まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで
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日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市いなみ木

彫りの里テニス

コート

水曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市福野テニ

スコート

月曜日、休日の

翌日及び12月28
日から翌年の1月
5日まで

南砺市福光里山

テニスコート

南砺市東洋紡屋

外球技場

月曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市城端ペタ

ンク場

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後5時ま

で

南砺市井波ゲー

トボール場

南砺市井口ゲー

トボール場

南砺市城南スタ

ジアム

月曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市いなみ木

彫りの里テニス

コート

水曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市福野テニ

スコート

月曜日、休日の

翌日及び12月28
日から翌年の1月
5日まで

南砺市東洋紡屋

外球技場

月曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市城端ペタ

ンク場

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後5時ま

で

南砺市井波ゲー

トボール場

南砺市井口ゲー

トボール場

南砺市城南スタ

ジアム

月曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市城南テニ

スコート

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市城南ター
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別表第2(第11条関係) 別表第2(第11条関係)

1 専用利用料金 1 専用利用料金

(1) 南砺市井波社会体育館等 (1) 南砺市井波社会体育館等

施設の廃止に伴

う表の改正

南砺市城南テニ

スコート

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市城南ター

ゲットバードゴ

ルフ場

南砺市城南野外

ステージ

南砺市城南屋内

グラウンド

月曜日、休日の

翌日及び12月29
日から翌年の1月
3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市井口屋内

グラウンド

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

ゲットバードゴ

ルフ場

南砺市城南野外

ステージ

南砺市城南屋内

グラウンド

月曜日、休日の

翌日及び12月29
日から翌年の1月
3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市井口屋内

グラウンド

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

区分 基本利用料金(円)
午前 午後 夜間 昼間 昼夜

間

全日

9時
から

12時
まで

13時
から

17時
まで

18時
から

21時

9時
から

17時
まで

13時
から

21時

9時か

ら21
時30

区分 基本利用料金(円)
午前 午後 夜間 昼間 昼夜

間

全日

9時
から

12時
まで

13時
から

17時
まで

18時
から

21時

9時
から

17時
まで

13時
から

21時

9時か

ら21
時30
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30分
まで

30分
まで

分ま

で

南

砺

市

井

波

社

会

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

無

料

全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

620 830 7301,4601,570 2,200

30分
まで

30分
まで

分ま

で

南

砺

市

井

波

社

会

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

無

料

全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

620 830 7301,4601,570 2,200

-39-



6
面

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1
／

2
面

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

無

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

練習 全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

37,71
0
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

6
面

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1
／

2
面

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

無

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

練習 全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

37,71
0
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00
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格技場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

卓球場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

スポーツスタジ

オ

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

井

波

八

乙

女

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

無

料

全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

格技場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

卓球場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

スポーツスタジ

オ

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

井

波

八

乙

女

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

無

料

全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600
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2
面

1
／

6
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1
／

2
面

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

無

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

練習 全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

2
面

1
／

6
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1
／

2
面

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

無

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

練習 全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
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2
面

スポーツ以

外に利用す

る場合

37,71
0
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

スポーツスタジ

オ

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

ピロティ 1,5702,0901,8803,6603,980 5,550
南

砺

市

福

野

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

15,08
0
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1
／

2
面

7,54010,05
0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0

無

料

全

面

5,0206,7005,86011,73
0
12,57

0
17,60

0
1
／

2
面

2,5103,3502,9305,8606,280 8,800

練習 全

面

5,0206,7005,86011,73
0
12,57

0
17,60

0
1 2,5103,3502,9305,8606,280 8,800

2
面

スポーツ以

外に利用す

る場合

37,71
0
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

スポーツスタジ

オ

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

ピロティ 1,5702,0901,8803,6603,980 5,550
南

砺

市

福

野

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

15,08
0
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1
／

2
面

7,54010,05
0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0

無

料

全

面

5,0206,7005,86011,73
0
12,57

0
17,60

0
1
／

2
面

2,5103,3502,9305,8606,280 8,800

練習 全

面

5,0206,7005,86011,73
0
12,57

0
17,60

0
1 2,5103,3502,9305,8606,280 8,800
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／

2
面

1
／

10
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

25,14
0
33,52

0
29,33

0
58,66

0
62,85

0
88,00

0
1
／

2
面

12,57
0
16,76

0
14,66

0
29,33

0
31,42

0
44,00

0

無

料

全

面

15,08
0
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1
／

2
面

7,54010,05
0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0

練

習

全面 15,08
0
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1／2
面

7,54010,05
0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0

／

2
面

1
／

10
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

25,14
0
33,52

0
29,33

0
58,66

0
62,85

0
88,00

0
1
／

2
面

12,57
0
16,76

0
14,66

0
29,33

0
31,42

0
44,00

0

無

料

全

面

15,08
0
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1
／

2
面

7,54010,05
0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0

練

習

全面 15,08
0
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1／2
面

7,54010,05
0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0
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スポーツ以

外に利用す

る場合

50,28
0
67,04

0
58,66

0
117,3

30
125,7

10
176,0

00

南

砺

市

福

野B
＆

G
海

洋

セ

ン

タ

ー

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

3
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
練習 5,6507,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

50,28
0
67,04

0
58,66

0
117,3

30
125,7

10
176,0

00

南

砺

市

福

野B
＆

G
海

洋

セ

ン

タ

ー

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

3
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
練習 5,6507,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
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る場

合

スポーツ以

外に利用す

る場合

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

リフレ

ッシュ

スタジ

オ

全面 1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

プール 1コース 9401,2501,1502,2002,410 3,350
福

光

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

無

料

全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全 3,7705,0204,4008,8009,420 13,20

る場

合

スポーツ以

外に利用す

る場合

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

リフレ

ッシュ

スタジ

オ

全面 1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

プール 1コース 9401,2501,1502,2002,410 3,350
福

光

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

無

料

全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全 3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
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面 0
1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

6
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1
／

2
面

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

無

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

練習 全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0

面 0
1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

6
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1
／

2
面

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

無

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

練習 全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
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1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

37,71
0
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

柔道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

剣道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

卓球場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

旅

川

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

3
面

620 830 7301,4601,570 2,200

1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

37,71
0
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

柔道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

剣道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

卓球場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

旅

川

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

3
面

620 830 7301,4601,570 2,200
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アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
練習 5,6507,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

柔道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

剣道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

利

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

大会 有

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
練習 5,6507,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

柔道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

剣道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

利

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

大会 有

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

-49-



賀

中

村

体

育

館

、

南

砺

市

福

光

西

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

光

東

ツに

利用

する

場合

練習 全

面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

3
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
練習 5,6507,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

賀

中

村

体

育

館

、

南

砺

市

福

光

西

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

光

東

ツに

利用

する

場合

練習 全

面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

3
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
練習 5,6507,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
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部

体

育

館

、

南

砺

市

福

光

里

山

体

育

館

、

南

砺

市

城

端

東

部

体

部

体

育

館

、

南

砺

市

城

端

東

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

野

南

部

コ
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育

館

、

南

砺

市

福

野

南

部

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

セ

ン

タ

ー

、

南

砺

市

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

セ

ン

タ

ー

、

南

砺

市

ア

ク

テ

ィ

ブ

東

石

黒

、

南

砺
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ア

ク

テ

ィ

ブ

東

石

黒

、

南

砺

市

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

菅

の

山

南

砺

市

ア

リ

アマ

チュ

アス

大会 有

料

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

無 1,2501,6701,4602,9303,140 4,400

市

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

菅

の

山

南

砺

市

城

端

西

部

体

育

館

、

南

砺

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

無

料

1,2501,6701,4602,9303,140 4,400

練習 全

面

1,2501,6701,4602,9303,140 4,400

1
／

2
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

大会 有

料

6,2808,3807,33014,66
0
15,71

0
22,00

0
無 3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
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城

端

西

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

野

北

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

野

ー

ナ

ポー

ツに

利用

する

場合

料

練習 全

面

1,2501,6701,4602,9303,140 4,400

1
／

2
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

6,2808,3807,33014,66
0
15,71

0
22,00

0
無

料

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

練習 3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

スポーツ以

外に利用す

る場合

12,57
0
16,76

0
14,66

0
29,33

0
31,42

0
44,00

0

市

福

野

北

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

野

東

部

体

育

館

、

南

砺

市

高

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

料 0
練習 3,7705,0204,4008,8009,420 13,20

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

12,57
0
16,76

0
14,66

0
29,33

0
31,42

0
44,00

0
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東

部

体

育

館

、

南

砺

市

高

瀬

ふ

れ

あ

い

体

育

館

南

砺

市

福

光

屋

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

大会 有

料

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
無

料

6,2808,3807,33014,66
0
15,71

0
22,00

0
練習 全

面

6,2808,3807,33014,66
0
15,71

0
22,00

0

瀬

ふ

れ

あ

い

体

育

館

南

砺

市

福

光

屋

内

グ

ラ

ウ

ン

ド

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
無

料

6,2808,3807,33014,66
0
15,71

0
22,00

0
練習 全

面

6,2808,3807,33014,66
0
15,71

0
22,00

0
1
／

2
面

3,1404,1903,6607,3307,850 11,00
0

1
／

4
面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550
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内

グ

ラ

ウ

ン

ド

する

場合

1
／

2
面

3,1404,1903,6607,3307,850 11,00
0

1
／

4
面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

31,42
0
41,90

0
36,66

0
73,33

0
78,57

0
110,0

00
無

料

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
練習 18,85

0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

62,85
0
83,81

0
73,33

0
146,6

60
157,1

40
220,0

00

南 ア アマ大会 有 9,42012,5711,0022,0023,57 33,00

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

31,42
0
41,90

0
36,66

0
73,33

0
78,57

0
110,0

00
無

料

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
練習 18,85

0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

62,85
0
83,81

0
73,33

0
146,6

60
157,1

40
220,0

00

南

砺

市

城

南

屋

内

グ

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

3,1404,1903,6607,3307,850 11,00
0

練習 全

面

3,1404,1903,6607,3307,850 11,00
0

1
／

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550
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砺

市

城

南

屋

内

グ

ラ

ウ

ン

ド

リ

ー

ナ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

料 0 0 0 0 0
無

料

3,1404,1903,6607,3307,850 11,00
0

練習 全

面

3,1404,1903,6607,3307,850 11,00
0

1
／

2
面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

15,71
0
20,95

0
18,33

0
36,66

0
39,28

0
55,00

0
無

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
練習 9,42012,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

31,42
0
41,90

0
36,66

0
73,33

0
78,57

0
110,0

00

ラ

ウ

ン

ド

2
面

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

15,71
0
20,95

0
18,33

0
36,66

0
39,28

0
55,00

0
無

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
練習 9,42012,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

31,42
0
41,90

0
36,66

0
73,33

0
78,57

0
110,0

00

フィットネスル

ーム

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

井

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

大会 有

料

4,7106,2805,65011,00
0
11,94

0
16,65

0
無

料

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550
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フィットネスル

ーム

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

井

口

屋

内

グ

ラ

ウ

ン

ド

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

4,7106,2805,65011,00
0
11,94

0
16,65

0
無

料

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

練習 1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

7,85010,47
0
9,42018,33

0
19,90

0
27,76

0
無

料

4,7106,2805,65011,00
0
11,94

0
16,65

0
練習 4,7106,2805,65011,00

0
11,94

0
16,65

0

スポーツ以 15,71
0
20,95

0
18,85

0
36,66

0
39,81

0
55,52

0

口

屋

内

グ

ラ

ウ

ン

ド

ツに

利用

する

場合

練習 1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

7,85010,47
0
9,42018,33

0
19,90

0
27,76

0
無

料

4,7106,2805,65011,00
0
11,94

0
16,65

0
練習 4,7106,2805,65011,00

0
11,94

0
16,65

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

15,71
0
20,95

0
18,85

0
36,66

0
39,81

0
55,52

0

南

砺

市

城

南

施設全

部

有料 14,14
0
18,85

0
16,55

0
33,00

0
35,41

0
49,55

0
無料 4,7106,2805,55011,00

0
11,83

0
16,55

0
ステー 有料 9,42012,5711,0022,0023,57 33,00
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外に利用す

る場合

南

砺

市

城

南

屋

外

ス

テ

ー

ジ

施設全

部

有料 14,14
0
18,85

0
16,55

0
33,00

0
35,41

0
49,55

0
無料 4,7106,2805,55011,00

0
11,83

0
16,55

0
ステー

ジ

有料 9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無料 3,1404,1903,6607,3307,850 11,00

0

南

砺

市

い

な

み

木

彫

り

の

里

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

1
コ

ー

ト

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

2,8203,7703,3506,6007,120 9,950

無

料

9401,2501,1502,2002,410 3,350

練習 9401,2501,1502,2002,410 3,350

アマ

チュ

アス

大会 有

料

4,7106,2805,55011,00
0
11,83

0
16,55

0
無 2,8203,7703,3506,6007,120 9,950

屋

外

ス

テ

ー

ジ

ジ 0 0 0 0 0
無料 3,1404,1903,6607,3307,850 11,00

0

南

砺

市

い

な

み

木

彫

り

の

里

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

、

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

1
コ

ー

ト

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

2,8203,7703,3506,6007,120 9,950

無

料

9401,2501,1502,2002,410 3,350

練習 9401,2501,1502,2002,410 3,350

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

大会 有

料

4,7106,2805,55011,00
0
11,83

0
16,55

0
無

料

2,8203,7703,3506,6007,120 9,950

練習 2,8203,7703,3506,6007,120 9,950
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テ

ニ

ス

コ

ー

ト

、

南

砺

市

城

南

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

、

南

砺

市

福

野

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

料

練習 2,8203,7703,3506,6007,120 9,950

南

砺

市

城

南

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

、

南

砺

市

福

野

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

る場

合

南砺市城南 全ホー 9401,2501,1502,2002,410 3,350
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テ

ニ

ス

コ

ー

ト

、

南

砺

市

福

光

里

山

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

南砺市城南

ターゲット

バードゴル

フ場

全ホー

ル

9401,2501,1502,2002,410 3,350

ターゲット

バードゴル

フ場

ル
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備考 備考

1 この表において「有料」とは、大会、試合等にお

いて観客より入場料を徴収する場合を、「無料」

とは大会、試合等において観客より入場料を徴収

しない場合をいう。

1 この表において「有料」とは、大会、試合等にお

いて観客より入場料を徴収する場合を、「無料」

とは大会、試合等において観客より入場料を徴収

しない場合をいう。

2 冷暖房を利用する場合は、基本利用料に100分の

30を乗じて得た額を加算する。

2 冷暖房を利用する場合は、基本利用料に100分の

30を乗じて得た額を加算する。

3 開館時間を超えて利用した場合は、超過時間1時
間(1時間未満は、1時間とする。)につき当該利用

時間帯の基本利用料に100分の25を乗じて得た額

を加算する。この場合において、この増額分を加

えた額を基本利用料とみなして前2項の規定を適用

する。

3 開館時間を超えて利用した場合は、超過時間1時
間(1時間未満は、1時間とする。)につき当該利用

時間帯の基本利用料に100分の25を乗じて得た額

を加算する。この場合において、この増額分を加

えた額を基本利用料とみなして前2項の規定を適用

する。

4 前2項で加算した額に1円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。

4 前2項で加算した額に1円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。

5 利用時間の短縮を理由として、利用料金は、減額

しない。

5 利用時間の短縮を理由として、利用料金は、減額

しない。

(2) 南砺市城端温水プール（略） (2) 南砺市城端温水プール（略）

(3) 南砺市福光プール（略） (3) 南砺市福光プール（略）

(4) 南砺市福光総合グラウンド等（略） (4) 南砺市福光総合グラウンド等（略）

2 専用以外の料金（略） 2 専用以外の料金（略）

3 附属設備の利用料金 3 附属設備の利用料金
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施設の廃止に伴

う表の改正

区分 単位 金額

(円)
南砺市福野体育

館

照明設備 1,100ルックス 1時
間

1,460

1,600ルックス 1時
間

2,510

冷暖房設備 1時
間

8,380

南砺市福光総合

グラウンド

夜間照明

設備

全面利

用

全部点

灯

1時
間

2,090

半灯 1時
間

1,040

半面利

用

全部点

灯

1時
間

1,040

南砺市旅川グラ

ウンド

夜間照明

設備

全面利用 1時
間

1,040

半面利用 1時
間

520

南砺市城南スタ

ジアム

夜間照明

設備

全点灯 1時
間

3,140

半点灯 1時
間

1,570

スコアボード 1回 1,040

区分 単位 金額

(円)
南砺市福野体育

館

照明設備 1,100ルックス 1時
間

1,460

1,600ルックス 1時
間

2,510

冷暖房設備 1時
間

8,380

南砺市福光総合

グラウンド

夜間照明

設備

全面利

用

全部点

灯

1時
間

2,090

半灯 1時
間

1,040

半面利

用

全部点

灯

1時
間

1,040

南砺市旅川グラ

ウンド

夜間照明

設備

全面利用 1時
間

1,040

半面利用 1時
間

520

南砺市城南スタ

ジアム

夜間照明

設備

全点灯 1時
間

3,140

半点灯 1時
間

1,570

スコアボード 1回 1,040
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放送設備 1回 520
南砺市福光屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

2,090

1／2面点灯照明1時
間

1,040

1／4面点灯照明1時
間

520

南砺市城南屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

1,040

1／2面点灯照明1時
間

520

南砺市井口屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

520

南砺市いなみ木

彫りの里テニス

コート、南砺市

城南テニスコー

ト、南砺市福野

テニスコート、

南砺市福光里山

テニスコート

夜間照明

設備

1コート 1時
間

520

南砺市上平グラ 夜間照明設備 1時
間

520

放送設備 1回 520
南砺市福光屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

2,090

1／2面点灯照明1時
間

1,040

1／4面点灯照明1時
間

520

南砺市城南屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

1,040

1／2面点灯照明1時
間

520

南砺市井口屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

520

南砺市いなみ木

彫りの里テニス

コート、南砺市

城南テニスコー

ト、南砺市福野

テニスコート

夜間照明

設備

1コート 1時
間

520

南砺市上平グラ

ウンド、南砺市

利賀グラウンド

夜間照明設備 1時
間

520

南砺市城南ター 夜間照明設備 1時 310
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備考 備考

1 1時間に満たない場合は、1時間とし、準備、原状

回復時間も時間内とする。

1 1時間に満たない場合は、1時間とし、準備、原状

回復時間も時間内とする。

2 利用時間を短縮した場合においても、利用料金

は、減額しない。

2 利用時間を短縮した場合においても、利用料金

は、減額しない。

4 会議室等の利用料（略） 4 会議室等の利用料（略）

ウンド、南砺市

利賀グラウンド

南砺市城南ター

ゲットバードゴ

ルフ場

夜間照明設備 1時
間

310

ゲットバードゴ

ルフ場

間
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南砺市体育施設条例新旧対照表（第３条関係）

現行 改正案 備考

(名称及び位置) (名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の廃止名称 位置

南砺市城端西部体育館 南砺市野田78番地2
南砺市城端東部体育館 南砺市理休429番地

南砺市利賀中村体育館 南砺市利賀村上百瀬50番地

南砺市井波社会体育館 南砺市井波700番地110
南砺市井波八乙女体育館 南砺市井波273番地

南砺市福野体育館 南砺市寺家八田島321番地1
南砺市福野B＆G海洋セン

ター

南砺市苗島4799番地

南砺市旅川体育館 南砺市院林82番地4
南砺市福野北部体育館 南砺市岩武新111番地

南砺市福野東部体育館 南砺市百町5番地1
南砺市高瀬ふれあい体育館 南砺市安清3174番地

南砺市福野南部コミュニテ

ィセンター

南砺市広安338番地2

南砺市アクティブ東石黒 南砺市布袋43番地3
南砺市コミュニティ菅の山 南砺市安居300番地1
南砺市福光体育館 南砺市福光616番地

名称 位置

南砺市城端東部体育館 南砺市理休429番地

南砺市利賀中村体育館 南砺市利賀村上百瀬50番地

南砺市井波社会体育館 南砺市井波700番地110
南砺市福野体育館 南砺市寺家八田島321番地1
南砺市福野B＆G海洋セン

ター

南砺市苗島4799番地

南砺市旅川体育館 南砺市院林82番地4
南砺市福光体育館 南砺市福光616番地

南砺市福光西部体育館 南砺市法林寺18番地2
南砺市福光東部体育館 南砺市荒木460番地

南砺市城端温水プール 南砺市城端字大堤島1938番地

南砺市福光プール 南砺市法林寺字松ノ谷2051番
地

南砺市利賀グラウンド 南砺市利賀村上百瀬54番地

南砺市旅川グラウンド 南砺市院林82番地3
南砺市福光総合グラウンド 南砺市法林寺字大谷5628番地

南砺市福光屋内グラウンド 南砺市法林寺字松ノ谷1番地2
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南砺市福光西部体育館 南砺市法林寺18番地2
南砺市福光東部体育館 南砺市荒木460番地

南砺市城端温水プール 南砺市城端字大堤島1938番地

南砺市福光プール 南砺市法林寺字松ノ谷2051番
地

南砺市上平グラウンド 南砺市東赤尾65番地

南砺市利賀グラウンド 南砺市利賀村上百瀬54番地

南砺市旅川グラウンド 南砺市院林82番地3
南砺市福光総合グラウンド 南砺市法林寺字大谷5628番地

南砺市福光屋内グラウンド 南砺市法林寺字松ノ谷1番地2
南砺市いなみ木彫りの里テ

ニスコート

南砺市北川767番地

南砺市福野テニスコート 南砺市柴田屋613番地1
南砺市東洋紡屋外球技場 南砺市山見2000番地

南砺市城端ペタンク場 南砺市理休336番地2
南砺市井波ゲートボール場 南砺市北川245番地1
南砺市井口ゲートボール場 南砺市池尻13番地1
南砺市城南スタジアム 南砺市泉沢字吉兵衛島723番

地

南砺市城南テニスコート 南砺市泉沢字吉兵衛島700番
地

南砺市城南ターゲットバー

ドゴルフ場

南砺市野口字向野島1575番地

南砺市いなみ木彫りの里テ

ニスコート

南砺市北川767番地

南砺市福野テニスコート 南砺市柴田屋613番地1
南砺市東洋紡屋外球技場 南砺市山見2000番地

南砺市城端ペタンク場 南砺市理休336番地2
南砺市井波ゲートボール場 南砺市北川245番地1
南砺市井口ゲートボール場 南砺市池尻13番地1
南砺市城南スタジアム 南砺市泉沢字吉兵衛島723番

地

南砺市城南テニスコート 南砺市泉沢字吉兵衛島700番
地

南砺市城南ターゲットバー

ドゴルフ場

南砺市野口字向野島1575番地

南砺市城南野外ステージ 南砺市泉沢字吉兵衛島200番
地

南砺市城南屋内グラウンド 南砺市城端字吉兵衛島310番
地

南砺市井口屋内グラウンド 南砺市池尻13番地1
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(指定管理者による管理) (指定管理者による管理)

第3条 （略） 第3条 （略）

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設について

は、教育委員会が管理を行う。この場合において、こ

の条例中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」

と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替える

ものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設について

は、教育委員会が管理を行う。この場合において、こ

の条例中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」

と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替える

ものとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 南砺市上平グラウンド 施設の廃止に

(3) （略） (2) （略） 伴う規定の改

(4) （略） (3) （略） 正

(5) （略） (4) （略）

別表第1(第6条関係) 別表第1(第6条関係)

施設の廃止に伴

う表の改正

南砺市城南野外ステージ 南砺市泉沢字吉兵衛島200番
地

南砺市城南屋内グラウンド 南砺市城端字吉兵衛島310番
地

南砺市井口屋内グラウンド 南砺市池尻13番地1

名称 休館日 開館時間

南砺市城端西部

体育館

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

名称 休館日 開館時間

南砺市城端東部

体育館

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで
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南砺市城端東部

体育館

南砺市利賀中村

体育館

南砺市井波社会

体育館

月曜日、国民の

祝日に関する法

律(昭和23年法律

第178号)による

休日(以下「休

日」という。)の
翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

に当たる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市井波八乙

女体育館

南砺市福野体育

館

12月28日から翌

年の1月5日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福

野B＆G
海洋セン

ター

プール

以外

プール 10月から翌年6月
まで

平日 午前9時から午

後9時まで

日曜日及び休日 午前

南砺市利賀中村

体育館

南砺市井波社会

体育館

月曜日、国民の

祝日に関する法

律(昭和23年法律

第178号)による

休日(以下「休

日」という。)の
翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

に当たる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福野体育

館

12月28日から翌

年の1月5日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福

野B＆G
海洋セン

ター

プール

以外

プール 10月から翌年6月
まで

平日 午前9時から午

後9時まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後4時30分ま

で
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9時から午後4時30分ま

で

南砺市旅川体育

館

月曜日、休日の

翌日及び12月28
日から翌年の1月
5日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福野北部

体育館

12月28日から翌

年の1月5日まで

平日 午後1時から午

後9時30分まで

土曜日、日曜日及び休

日 午前9時から午後9
時30分まで

南砺市福野東部

体育館

南砺市高瀬ふれ

あい体育館

南砺市福野南部

コミュニティセ

ンター

南砺市アクティ

ブ東石黒

南砺市コミュニ

ティ菅の山

南砺市福光体育

館

火曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福光西部

体育館

南砺市旅川体育

館

月曜日、休日の

翌日及び12月28
日から翌年の1月
5日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福光体育

館

火曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市福光西部

体育館

南砺市福光東部

体育館

南砺市城端温水

プール

火曜日、12月29
日から翌年の1月
3日まで

平日 午後1時から午

後9時まで

日曜日及び休日 午後

1時から午後5時まで

南砺市福光プー

ル

水曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

(4月か

ら11月
まで)

平日 午後1時
から午後9時30
分まで

土曜日並びに7
月及び8月 午

前10時から午

後9時30分まで

平日(12月から3月まで)
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南砺市福光東部

体育館

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

南砺市城端温水

プール

火曜日、12月29
日から翌年の1月
3日まで

平日 午後1時から午

後9時まで

日曜日及び休日 午後

1時から午後5時まで

南砺市福光プー

ル

水曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

(4月か

ら11月
まで)

平日 午後1時
から午後9時30
分まで

土曜日並びに7
月及び8月 午

前10時から午

後9時30分まで

平日(12月から3月まで)
午後1時から午後9時

まで

土曜日(12月から3月ま

で) 午前10時から午後

9時まで

日曜日及び休日 午前

10時から午後5時まで

午後1時から午後9時
まで

土曜日(12月から3月ま

で) 午前10時から午後

9時まで

日曜日及び休日 午前

10時から午後5時まで

南砺市利賀グラ

ウンド

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市旅川グラ

ウンド

12月28日から翌

年の1月5日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市福光総合

グラウンド

4月から10月 午前5時
から午後9時30分まで

11月から3月 午前9時
から午後9時まで

南砺市福光屋内

グラウンド

水曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日(4月から11月まで)
午前9時から午後9時

30分まで

平日(12月から3月まで)
午前9時から午後9時

まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで
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南砺市上平グラ

ウンド

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市利賀グラ

ウンド

南砺市旅川グラ

ウンド

12月28日から翌

年の1月5日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市福光総合

グラウンド

4月から10月 午前5時
から午後9時30分まで

11月から3月 午前9時
から午後9時まで

南砺市福光屋内

グラウンド

水曜日、休日の

翌日(土曜日、日

曜日又は月曜日

にあたる場合を

除く。)及び12月
29日から翌年の1
月3日まで

平日(4月から11月まで)
午前9時から午後9時

30分まで

平日(12月から3月まで)
午前9時から午後9時

まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市いなみ木

彫りの里テニス

コート

水曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市福野テニ

スコート

月曜日、休日の

翌日及び12月28

南砺市いなみ木

彫りの里テニス

コート

水曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市福野テニ

スコート

月曜日、休日の

翌日及び12月28
日から翌年の1月
5日まで

南砺市東洋紡屋

外球技場

月曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市城端ペタ

ンク場

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後5時ま

で

南砺市井波ゲー

トボール場

南砺市井口ゲー

トボール場

南砺市城南スタ

ジアム

月曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市城南テニ

スコート

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市城南ター
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日から翌年の1月
5日まで

南砺市東洋紡屋

外球技場

月曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市城端ペタ

ンク場

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後5時ま

で

南砺市井波ゲー

トボール場

南砺市井口ゲー

トボール場

南砺市城南スタ

ジアム

月曜日及び12月2
9日から翌年の1
月3日まで

午前5時から午後9時30
分まで

南砺市城南テニ

スコート

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

南砺市城南ター

ゲットバードゴ

ルフ場

南砺市城南野外

ステージ

南砺市城南屋内

グラウンド

月曜日、休日の

翌日及び12月29
平日 午前9時から午

後9時30分まで

ゲットバードゴ

ルフ場

南砺市城南野外

ステージ

南砺市城南屋内

グラウンド

月曜日、休日の

翌日及び12月29
日から翌年の1月
3日まで

平日 午前9時から午

後9時30分まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市井口屋内

グラウンド

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで
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別表第2(第11条関係) 別表第2(第11条関係)

1 専用利用料金 1 専用利用料金

(1) 南砺市井波社会体育館等 (1) 南砺市井波社会体育館等

施設の廃止に伴

う表の改正

日から翌年の1月
3日まで

日曜日及び休日 午前

9時から午後5時まで

南砺市井口屋内

グラウンド

12月29日から翌

年の1月3日まで

午前9時から午後9時30
分まで

区分 基本利用料金(円)
午前 午後 夜間 昼間 昼夜

間

全日

9時
から

12
時ま

で

13時
から

17時
まで

18時
から

21時
30分
まで

9時
から

17時
まで

13時
から

21時
30分
まで

9時か

ら21
時30
分ま

で

南

砺

市

井

波

社

会

体

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,3
10
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1／
2面

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
無

料

全

面

3,77
0
5,0204,4008,8009,420 13,20

0
1／
2面

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

区分 基本利用料金(円)
午前 午後 夜間 昼間 昼夜

間

全日

9時
から

12時
まで

13時
から

17時
まで

18時
から

21時
30分
まで

9時
から

17時
まで

13時
から

21時
30分
まで

9時か

ら21
時30
分ま

で

南

砺

市

井

波

社

会

体

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

無

料

全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0
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育

館

練習 全

面

3,77
0
5,0204,4008,8009,420 13,20

0
1／
2面

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

1／
6面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

18,8
50
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1／
2面

9,42
0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

全

面

11,3
10
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1／
2面

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
練習 全

面

11,3
10
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1／
2面

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
スポーツ以外

に利用する場

合

37,7
10
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

格技場 全

面

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

育

館

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

6
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

大

会

有

料

全

面

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1
／

2
面

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

無

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1 5,6507,5406,60013,2014,14 19,80
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卓球場 全

面

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

スポーツスタジ

オ

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

井

波

八

乙

女

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,3
10
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1／
2面

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
無

料

全

面

3,77
0
5,0204,4008,8009,420 13,20

0
1／
2面

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

3,77
0
5,0204,4008,8009,420 13,20

0
1／
2面

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

1／
6面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

大

会

有

料

全

面

18,8
50
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1／
2面

9,42
0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

用す

る場

合

／

2
面

0 0 0

練習 全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

37,71
0
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

格技場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

卓球場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

スポーツスタジ

オ

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

福

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

大

会

有

料

全

面

15,08
0
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1
／

7,54010,05
0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0
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ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

無

料

全

面

11,3
10
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1／
2面

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
練習 全

面

11,3
10
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1／
2面

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以外

に利用する場

合

37,7
10
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

スポーツスタジ

オ

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

ピロティ 1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

福

野

体

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

大

会

有

料

全

面

15,0
80
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1／
2面

7,54
0
10,05

0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0
無

料

全

面

5,02
0
6,7005,86011,73

0
12,57

0
17,60

0
1／ 2,513,3502,9305,8606,280 8,800

野

体

育

館

ツに

利用

する

場合

2
面

無

料

全

面

5,0206,7005,86011,73
0
12,57

0
17,60

0
1
／

2
面

2,5103,3502,9305,8606,280 8,800

練習 全

面

5,0206,7005,86011,73
0
12,57

0
17,60

0
1
／

2
面

2,5103,3502,9305,8606,280 8,800

1
／

10
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

大

会

有

料

全

面

25,14
0
33,52

0
29,33

0
58,66

0
62,85

0
88,00

0
1
／

12,57
0
16,76

0
14,66

0
29,33

0
31,42

0
44,00

0
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育

館

する

場合

2面 0
練習 全

面

5,02
0
6,7005,86011,73

0
12,57

0
17,60

0
1／
2面

2,51
0
3,3502,9305,8606,280 8,800

1／
10
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大

会

有

料

全

面

25,1
40
33,52

0
29,33

0
58,66

0
62,85

0
88,00

0
1／
2面

12,5
70
16,76

0
14,66

0
29,33

0
31,42

0
44,00

0
無

料

全

面

15,0
80
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1／
2面

7,54
0
10,05

0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0
練

習

全面 15,0
80
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1／2
面

7,54
0
10,05

0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0
スポーツ以外

に利用する場

合

50,2
80
67,04

0
58,66

0
117,3

30
125,7

10
176,0

00

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

2
面

無

料

全

面

15,08
0
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1
／

2
面

7,54010,05
0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0

練

習

全面 15,08
0
20,11

0
17,60

0
35,20

0
37,71

0
52,80

0
1／2
面

7,54010,05
0
8,80017,60

0
18,85

0
26,40

0
スポーツ以

外に利用す

る場合

50,28
0
67,04

0
58,66

0
117,3

30
125,7

10
176,0

00

南

砺

市

福

野B
＆

G
海

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

620 830 7301,4601,570 2,200
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南

砺

市

福

野B
＆

G
海

洋

セ

ン

タ

ー

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

1／
3面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

9,42
0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
練習 5,65

0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以外

に利用する場

合

18,8
50
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

洋

セ

ン

タ

ー

3
面

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
練習 5,6507,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

リフレ

ッシュ

スタジ

オ

全面 1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

プール 1コース 9401,2501,1502,2002,410 3,350
福

光

ア

リ

アマ

チュ

大

会

有

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
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リフレ

ッシュ

スタジ

オ

全面 1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

プール 1コース 9401,2501,1502,2002,410 3,350
福

光

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大

会

有

料

全

面

11,3
10
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1／
2面

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
無

料

全

面

3,77
0
5,0204,4008,8009,420 13,20

0
1／
2面

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

3,77
0
5,0204,4008,8009,420 13,20

0
1／
2面

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

1／
6面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

大

会

有

料

全

面

18,8
50
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1／
2面

9,42
0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

体

育

館

ー

ナ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

無

料

全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

3,7705,0204,4008,8009,420 13,20
0

1
／

2
面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

6
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

大

会

有

料

全

面

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
1 9,42012,5711,0022,0023,57 33,00
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ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

無

料

全

面

11,3
10
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1／
2面

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
練習 全

面

11,3
10
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1／
2面

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
スポーツ以外

に利用する場

合

37,7
10
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

柔道場 全

面

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

剣道場 全

面

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

卓球場 全

面

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

旅

川

体

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

大会 有

料

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

／

2
面

0 0 0 0 0

無

料

全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

練習 全

面

11,31
0
15,08

0
13,20

0
26,40

0
28,28

0
39,60

0
1
／

2
面

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

37,71
0
50,28

0
44,00

0
88,00

0
94,28

0
132,0

00

柔道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

剣道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

卓球場 全 1,5702,0901,8803,6603,980 5,550
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育

館

する

場合

1／
3面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

9,42
0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
練習 5,65

0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以外

に利用する場

合

18,8
50
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

柔道場 全

面

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

剣道場 全

面

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

ア

リ

アマ

チュ

大会 有

料

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

面

南

砺

市

旅

川

体

育

館

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

3
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
練習 5,6507,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
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市

利

賀

中

村

体

育

館

、

南

砺

市

福

光

西

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

ー

ナ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

無

料

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,88
0
2,5102,2004,4004,710 6,600

1／
3面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

9,42
0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,65
0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
練習 5,65

0
7,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0

スポーツ以外

に利用する場

合

18,8
50
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

柔道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

剣道場 全

面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

利

賀

中

村

体

育

館

、

南

砺

市

福

光

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
無

料

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

練習 全

面

1,8802,5102,2004,4004,710 6,600

1
／

3
面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

5,6507,5406,60013,20
0
14,14

0
19,80

0
練習 5,6507,5406,60013,20

0
14,14

0
19,80

0
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光

東

部

体

育

館

、

南

砺

市

城

端

東

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

野

南

西

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

光

東

部

体

育

館

、

南

砺

市

城

端

東

部

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

スポーツ以

外に利用す

る場合

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
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部

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

セ

ン

タ

ー

、

南

砺

市

ア

ク

テ

ィ

ブ

東

石

黒

、

体

育

館

南

砺

市

福

光

屋

内

グ

ラ

ウ

ン

ド

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
無

料

6,2808,3807,33014,66
0
15,71

0
22,00

0
練習 全

面

6,2808,3807,33014,66
0
15,71

0
22,00

0
1
／

2
面

3,1404,1903,6607,3307,850 11,00
0

1
／

4
面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

大会 有

料

31,42
0
41,90

0
36,66

0
73,33

0
78,57

0
110,0

00
無

料

18,85
0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
練習 18,85

0
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
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南

砺

市

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

菅

の

山

南

砺

市

城

端

西

部

体

育

館

、

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

3,77
0
5,0204,4008,8009,420 13,20

0
無

料

1,25
0
1,6701,4602,9303,140 4,400

練習 全

面

1,25
0
1,6701,4602,9303,140 4,400

1／
2面

620 830 7301,4601,570 2,200

アマ

チュ

アス

大会 有

料

6,28
0
8,3807,33014,66

0
15,71

0
22,00

0
無 3,775,0204,4008,8009,420 13,20

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

スポーツ以

外に利用す

る場合

62,85
0
83,81

0
73,33

0
146,6

60
157,1

40
220,0

00

南

砺

市

城

南

屋

内

グ

ラ

ウ

ン

ド

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

3,1404,1903,6607,3307,850 11,00
0

練習 全

面

3,1404,1903,6607,3307,850 11,00
0

1
／

2
面

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

アマ

チュ

アス

ポー

大会 有

料

15,71
0
20,95

0
18,33

0
36,66

0
39,28

0
55,00

0
無

料

9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
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南

砺

市

福

野

北

部

体

育

館

、

南

砺

市

福

野

東

部

体

育

館

、

南

砺

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

料 0 0
練習 3,77

0
5,0204,4008,8009,420 13,20

0

スポーツ以外

に利用する場

合

12,5
70
16,76

0
14,66

0
29,33

0
31,42

0
44,00

0

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

練習 9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

31,42
0
41,90

0
36,66

0
73,33

0
78,57

0
110,0

00

フィットネスル

ーム

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

井

口

屋

内

グ

ラ

ウ

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

4,7106,2805,65011,00
0
11,94

0
16,65

0
無

料

1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

練習 1,5702,0901,8803,6603,980 5,550

アマ

チュ

アス

大会 有

料

7,85010,47
0
9,42018,33

0
19,90

0
27,76

0
無 4,7106,2805,65011,0011,94 16,65
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市

高

瀬

ふ

れ

あ

い

体

育

館

南

砺

市

福

光

屋

内

グ

ラ

ウ

ン

ド

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

18,8
50
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
無

料

6,28
0
8,3807,33014,66

0
15,71

0
22,00

0
練習 全

面

6,28
0
8,3807,33014,66

0
15,71

0
22,00

0
1／
2面

3,14
0
4,1903,6607,3307,850 11,00

0
1／
4面

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

アマ大会 有

料

31,4
20
41,90

0
36,66

0
73,33

0
78,57

0
110,0

00

ン

ド

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

料 0 0 0
練習 4,7106,2805,65011,00

0
11,94

0
16,65

0

スポーツ以

外に利用す

る場合

15,71
0
20,95

0
18,85

0
36,66

0
39,81

0
55,52

0

南

砺

市

城

南

屋

外

ス

テ

ー

ジ

施設全

部

有料 14,14
0
18,85

0
16,55

0
33,00

0
35,41

0
49,55

0
無料 4,7106,2805,55011,00

0
11,83

0
16,55

0
ステー

ジ

有料 9,42012,57
0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無料 3,1404,1903,6607,3307,850 11,00

0

南 テ アマ 大会 有 2,8203,7703,3506,6007,120 9,950
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チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

無

料

18,8
50
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0
練習 18,8

50
25,14

0
22,00

0
44,00

0
47,14

0
66,00

0

スポーツ以外

に利用する場

合

62,8
50
83,81

0
73,33

0
146,6

60
157,1

40
220,0

00

南

砺

市

城

南

屋

内

グ

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

9,42
0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
無

料

3,14
0
4,1903,6607,3307,850 11,00

0
練習 全

面

3,14
0
4,1903,6607,3307,850 11,00

0
1／
2面

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

砺

市

い

な

み

木

彫

り

の

里

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

、

南

砺

市

城

南

テ

ニ

ニ

ス

コ

ー

ト

1
コ

ー

ト

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

料

無

料

9401,2501,1502,2002,410 3,350

練習 9401,2501,1502,2002,410 3,350

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

4,7106,2805,55011,00
0
11,83

0
16,55

0
無

料

2,8203,7703,3506,6007,120 9,950

練習 2,8203,7703,3506,6007,120 9,950
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ラ

ウ

ン

ド

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

15,7
10
20,95

0
18,33

0
36,66

0
39,28

0
55,00

0
無

料

9,42
0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
練習 9,42

0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0

スポーツ以外

に利用する場

合

31,4
20
41,90

0
36,66

0
73,33

0
78,57

0
110,0

00

フィットネスル

ーム

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

南

砺

市

井

口

屋

ア

リ

ー

ナ

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

大会 有

料

4,71
0
6,2805,65011,00

0
11,94

0
16,65

0
無

料

1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

練習 1,57
0
2,0901,8803,6603,980 5,550

ス

コ

ー

ト

、

南

砺

市

福

野

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

南砺市城南

ターゲット

バードゴル

フ場

全ホー

ル

9401,2501,1502,2002,410 3,350
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内

グ

ラ

ウ

ン

ド

する

場合

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

る場

合

大会 有

料

7,85
0
10,47

0
9,42018,33

0
19,90

0
27,76

0
無

料

4,71
0
6,2805,65011,00

0
11,94

0
16,65

0
練習 4,71

0
6,2805,65011,00

0
11,94

0
16,65

0

スポーツ以外

に利用する場

合

15,7
10
20,95

0
18,85

0
36,66

0
39,81

0
55,52

0

南

砺

市

城

南

屋

施設全

部

有料 14,1
40
18,85

0
16,55

0
33,00

0
35,41

0
49,55

0
無料 4,71

0
6,2805,55011,00

0
11,83

0
16,55

0
ステー

ジ

有料 9,42
0
12,57

0
11,00

0
22,00

0
23,57

0
33,00

0
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外

ス

テ

ー

ジ

無料 3,14
0
4,1903,6607,3307,850 11,00

0

南

砺

市

い

な

み

木

彫

り

の

里

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

、

南

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

1
コ

ー

ト

アマ

チュ

アス

ポー

ツに

利用

する

場合

大会 有

料

2,82
0
3,7703,3506,6007,120 9,950

無

料

9401,2501,1502,2002,410 3,350

練習 9401,2501,1502,2002,410 3,350

アマ

チュ

アス

ポー

ツ以

外の

スポ

ーツ

に利

用す

大会 有

料

4,71
0
6,2805,55011,00

0
11,83

0
16,55

0
無

料

2,82
0
3,7703,3506,6007,120 9,950

練習 2,82
0
3,7703,3506,6007,120 9,950
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砺

市

城

南

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

、

南

砺

市

福

野

テ

ニ

ス

コ

ー

ト

る場

合

南砺市城南

ターゲット

全ホール 9401,2501,1502,2002,410 3,350
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備考 備考

1 この表において「有料」とは、大会、試合等にお

いて観客より入場料を徴収する場合を、「無料」

とは大会、試合等において観客より入場料を徴収

しない場合をいう。

1 この表において「有料」とは、大会、試合等にお

いて観客より入場料を徴収する場合を、「無料」

とは大会、試合等において観客より入場料を徴収

しない場合をいう。

2 冷暖房を利用する場合は、基本利用料に100分の

30を乗じて得た額を加算する。

2 冷暖房を利用する場合は、基本利用料に100分の

30を乗じて得た額を加算する。

3 開館時間を超えて利用した場合は、超過時間1時
間(1時間未満は、1時間とする。)につき当該利用

時間帯の基本利用料に100分の25を乗じて得た額

を加算する。この場合において、この増額分を加

えた額を基本利用料とみなして前2項の規定を適用

する。

3 開館時間を超えて利用した場合は、超過時間1時
間(1時間未満は、1時間とする。)につき当該利用

時間帯の基本利用料に100分の25を乗じて得た額

を加算する。この場合において、この増額分を加

えた額を基本利用料とみなして前2項の規定を適用

する。

4 前2項で加算した額に1円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。

4 前2項で加算した額に1円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。

5 利用時間の短縮を理由として、利用料金は、減額

しない。

5 利用時間の短縮を理由として、利用料金は、減額

しない。

(2) （略） (2) （略）

(3) （略） (3) （略）

(4) （略） (4) （略）

バードゴル

フ場
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2 専用以外の料金（略） 2 専用以外の料金（略）

3 附属設備の利用料金 3 附属設備の利用料金

施設の廃止に伴

う表の改正

区分 単位 金額

(円)
南砺市福野体育

館

照明設備 1,100ルックス 1時
間

1,460

1,600ルックス 1時
間

2,510

冷暖房設備 1時
間

8,380

南砺市福光総合

グラウンド

夜間照明

設備

全面利

用

全部点

灯

1時
間

2,090

半灯 1時
間

1,040

半面利

用

全部点

灯

1時
間

1,040

南砺市旅川グラ

ウンド

夜間照明

設備

全面利用 1時
間

1,040

半面利用 1時
間

520

南砺市城南スタ

ジアム

夜間照明

設備

全点灯 1時
間

3,140

半点灯 1時 1,570

区分 単位 金額

(円)
南砺市福野体育

館

照明設備 1,100ルックス 1時
間

1,460

1,600ルックス 1時
間

2,510

冷暖房設備 1時
間

8,380

南砺市福光総合

グラウンド

夜間照明

設備

全面利

用

全部点

灯

1時
間

2,090

半灯 1時
間

1,040

半面利

用

全部点

灯

1時
間

1,040

南砺市旅川グラ

ウンド

夜間照明

設備

全面利用 1時
間

1,040

半面利用 1時
間

520

南砺市城南スタ

ジアム

夜間照明

設備

全点灯 1時
間

3,140

半点灯 1時 1,570
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間

スコアボード 1回 1,040
放送設備 1回 520

南砺市福光屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

2,090

1／2面点灯照明1時
間

1,040

1／4面点灯照明1時
間

520

南砺市城南屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

1,040

1／2面点灯照明1時
間

520

南砺市井口屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

520

南砺市いなみ木

彫りの里テニス

コート、南砺市

城南テニスコー

ト、南砺市福野

テニスコート

夜間照明

設備

1コート 1時
間

520

南砺市上平グラ 夜間照明設備 1時
間

520

間

スコアボード 1回 1,040
放送設備 1回 520

南砺市福光屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

2,090

1／2面点灯照明1時
間

1,040

1／4面点灯照明1時
間

520

南砺市城南屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

1,040

1／2面点灯照明1時
間

520

南砺市井口屋内

グラウンド

照明設備 全面点灯照明 1時
間

520

南砺市いなみ木

彫りの里テニス

コート、南砺市

城南テニスコー

ト、南砺市福野

テニスコート

夜間照明

設備

1コート 1時
間

520

南砺市利賀グラ

ウンド

夜間照明設備 1時
間

520
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備考 備考

1 1時間に満たない場合は、1時間とし、準備、原状

回復時間も時間内とする。

1 1時間に満たない場合は、1時間とし、準備、原状

回復時間も時間内とする。

2 利用時間を短縮した場合においても、利用料金

は、減額しない。

2 利用時間を短縮した場合においても、利用料金

は、減額しない。

4 会議室等の利用料 4 会議室等の利用料

施設の廃止に伴

う表の改正

ウンド、南砺市

利賀グラウンド

南砺市城南ター

ゲットバードゴ

ルフ場

夜間照明設備 1時
間

310

南砺市城南ター

ゲットバードゴ

ルフ場

夜間照明設備 1時
間

310

施設名 面積

(m2)
基本利用料金(円)

午前 午後 夜間 昼間 昼夜

間

全日

9時
から

12時
まで

13時
から

17時
まで

18時
から

21時
30分
まで

9時
から

17時
まで

13時
から

21時
30分
まで

9時か

ら21
時30
分ま

で

南砺市井

波社会体

育館

研修

室

541,2501,6701,4602,9303,140 4,400

会議

室

24 9401,2501,1002,2002,350 3,300

施設名 面積

(m2)
基本利用料金(円)

午前 午後 夜間 昼間 昼夜

間

全日

9時
から

12時
まで

13時
から

17時
まで

18時
から

21時
30分
まで

9時
から

17時
まで

13時
から

21時
30分
まで

9時か

ら21
時30
分ま

で

南砺市井

波社会体

育館

研修

室

541,2501,6701,4602,9303,140 4,400

会議

室

24 9401,2501,1002,2002,350 3,300
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ホー

ル

58 590 780 6801,3701,470 2,060

南砺市福

野体育館

会議

室1
1203,4504,6104,0808,0608,690 12,15

0
会議

室2
972,8203,7703,3506,6007,120 9,950

研修

室1
782,2002,9302,6105,1305,550 7,750

研修

室2
461,2501,6701,4602,9303,140 4,400

ホー

ル

4334,4005,8605,13010,26
0
11,00

0
15,40

0
南砺市福

野B＆G
海洋セン

ター

ミー

ティ

ング

ルー

ム

581,2501,6701,4602,9303,140 4,400

南砺市旅

川体育館

ミー

ティ

ング

室

21 620 830 7301,4601,570 2,200

南砺市福

光体育館

会議

室

69 310 410 410 730 830 1,150

ホー

ル

58 590 780 6801,3701,470 2,060

南砺市福

野体育館

会議

室1
1203,4504,6104,0808,0608,690 12,15

0
会議

室2
972,8203,7703,3506,6007,120 9,950

研修

室1
782,2002,9302,6105,1305,550 7,750

研修

室2
461,2501,6701,4602,9303,140 4,400

ホー

ル

4334,4005,8605,13010,26
0
11,00

0
15,40

0
南砺市福

野B＆G
海洋セン

ター

ミー

ティ

ング

ルー

ム

581,2501,6701,4602,9303,140 4,400

南砺市旅

川体育館

ミー

ティ

ング

室

21 620 830 7301,4601,570 2,200

南砺市福

光体育館

会議

室

69 310 410 410 730 830 1,150
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備考 備考

1 福光プールについては、「9時」とあるのは、「1
0時」と読み替える。

1 福光プールについては、「9時」とあるのは、「1
0時」と読み替える。

ホー

ル

1261,2501,6701,4602,9303,140 4,400

南砺市福

野北部体

育館

会議

室

591,2501,6701,4602,9303,140 4,400

営農

推進

室

751,2501,6701,4602,9303,140 4,400

営農

相談

室

19 310 410 410 730 830 1,150

南砺市城

南屋内グ

ラウンド

研修

室

571,2501,6701,4602,9303,140 4,400

南砺市城

南屋外ス

テージ

会議

室

30 9401,2501,1502,2002,410 3,350

練習

室

134 9401,2501,1502,2002,410 3,350

南砺市福

光プール

研修

室

50 6201,2501,1501,8802,410 3,030

ホー

ル

1261,2501,6701,4602,9303,140 4,400

南砺市城

南屋内グ

ラウンド

研修

室

571,2501,6701,4602,9303,140 4,400

南砺市城

南屋外ス

テージ

会議

室

30 9401,2501,1502,2002,410 3,350

練習

室

134 9401,2501,1502,2002,410 3,350

南砺市福

光プール

研修

室

50 6201,2501,1501,8802,410 3,030
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2 商業宣伝、営業その他これに類する目的をもって

利用する場合は、基本利用料に次に掲げる割合を

乗じて得た額を加算する。

2 商業宣伝、営業その他これに類する目的をもって

利用する場合は、基本利用料に次に掲げる割合を

乗じて得た額を加算する。

(1) 市に事業所を有する業者の場合は、100分の5
0

(1) 市に事業所を有する業者の場合は、100分の5
0

(2) 市に事業所を有しない業者の場合は、100分
の100

(2) 市に事業所を有しない業者の場合は、100分
の100

3 冷暖房を利用する場合は、基本利用料に100分の

30を乗じて得た額を加算する。

3 冷暖房を利用する場合は、基本利用料に100分の

30を乗じて得た額を加算する。

4 前2項で加算した額に1円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。

4 前2項で加算した額に1円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。

5 利用時間の短縮を理由として、利用料金は、減額

しない。

5 利用時間の短縮を理由として、利用料金は、減額

しない。
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南砺市斎場条例新旧対照表（第４条関係）

現行 改正案 備考

(名称及び位置) (名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

上平斎場の廃止

別表(第5条関係) 別表(第5条関係)

名称 位置

南砺市上平斎場 南砺市真木243番地

南砺市福野斎場「紫苑」 南砺市柴田屋830番地

南砺市福光斎場 南砺市小坂152番地1

名称 位置

南砺市福野斎場「紫苑」 南砺市柴田屋830番地

南砺市福光斎場 南砺市小坂152番地1

種別 単位 使用料 備考

市内 市外

火葬

場

12歳以上 1死体 25,000円 75,000円
12歳未満 1死体 15,000円 45,000円
死産 1死胎 5,000円 15,000円
身体の一

部

1体 5,000円 15,000円

産汚物 1件 5,000円 15,000円
施設和室又は

洋室

1室 3,300円 9,900円1回の使用時間

は、2時間を限

度とする。

霊安室 24時
間

3,300円 9,900円

種別 単位 使用料 備考

市内 市外

火葬

場

12歳以上 1死体 25,000円 75,000円
12歳未満 1死体 15,000円 45,000円
死産 1死胎 5,000円 15,000円
身体の一

部

1体 5,000円 15,000円

産汚物 1件 5,000円 15,000円
施設和室又は

洋室

1室 3,300円 9,900円1回の使用時間

は、2時間を限

度とする。

霊安室 24時
間

3,300円 9,900円
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上平斎場の廃止

に伴う表の改正

備考 この表において「市内」とは、死亡者にあって

は死亡時の住所又は本籍が、死産にあってはその父

又は母の住所が、身体の一部及び産汚物にあっては

その者の住所が南砺市の区域内にある場合をいい、

「市外」とは市内以外の場合をいう。

備考 この表において「市内」とは、死亡者にあって

は死亡時の住所又は本籍が、死産にあってはその父

又は母の住所が、身体の一部及び産汚物にあっては

その者の住所が南砺市の区域内にある場合をいい、

「市外」とは市内以外の場合をいう。

霊柩車 1回 5,230円 15,690円霊柩車の使用

は、南砺市上平

斎場使用時に限

る。
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南砺市イオックス・アローザ交流施設条例新旧対照表（第５条関係）

現行 改正案 備考

別表第1(第2条関係) 交流施設の名称及び位置等 別表第1(第2条関係) 交流施設の名称及び位置等

施設の廃止名称 位置 設置目的

南砺市イオック

ス・ヴァルト

南砺市才川七字荒

山5番地

自然とのふれあいを求

める人々に宿泊及び休

養の場を提供し、地域

住民との交流を通して

地域の活性化を図ると

ともに、就業機会の確

保により若者の定住を

促進する。

南砺市イオック

ス・アローザオ

ートキャンプ場

南砺市才川七地内

南砺市イオック

ス・アローザレ

ストラン「ワイ

スホルン」

南砺市広谷字大コ

バ28番地

森林の有するレクリエ

ーション的機能を活用

して健全な余暇活動の

場を提供するととも

に、林業者等の就業機

会の増大及び所得の向

上を図る。

南砺市イオック

ス・アローザ資

料館

南砺市才川七字ス

スケ原115番地

医王山の自然風土並び

にスイス国アローザ村

の文化及び風俗を紹介

名称 位置 設置目的

南砺市イオック

ス・アローザオ

ートキャンプ場

南砺市才川七地内 自然とのふれあいを求

める人々に宿泊及び休

養の場を提供し、地域

住民との交流を通して

地域の活性化を図ると

ともに、就業機会の確

保により若者の定住を

促進する。

南砺市イオック

ス・アローザレ

ストラン「ワイ

スホルン」

南砺市広谷字大コ

バ28番地

森林の有するレクリエ

ーション的機能を活用

して健全な余暇活動の

場を提供するととも

に、林業者等の就業機

会の増大及び所得の向

上を図る。

南砺市イオック

ス・アローザ資

料館

南砺市才川七字ス

スケ原115番地

医王山の自然風土並び

にスイス国アローザ村

の文化及び風俗を紹介
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別表第2(第10条関係) 交流施設利用料金 別表第2(第10条関係) 交流施設利用料金

(1) 南砺市イオックス・ヴァルト

施設の廃止に伴

う別表の改正

するとともに、地域住

民の交流を促進する。

南砺市イオック

ス・アローザ交

流センター

南砺市才川七字ス

スケ原115番地

林業者及び地域住民に

交流活動及び余暇活動

の場を提供し、林業及

び森林に対する理解を

促進する。

南砺市イオック

ス・アローザふ

れあいセンター

南砺市才川七荒山

21番地

豊かな自然及び風土を

活用しながら都市と農

村の交流を促進し、地

域の活性化を図る拠点

とする。

南砺市白兀展望

塔

南砺市香城寺白兀

7番地

するとともに、地域住

民の交流を促進する。

南砺市イオック

ス・アローザ交

流センター

南砺市才川七字ス

スケ原115番地

林業者及び地域住民に

交流活動及び余暇活動

の場を提供し、林業及

び森林に対する理解を

促進する。

南砺市イオック

ス・アローザふ

れあいセンター

南砺市才川七荒山

21番地

豊かな自然及び風土を

活用しながら都市と農

村の交流を促進し、地

域の活性化を図る拠点

とする。

南砺市白兀展望

塔

南砺市香城寺白兀

7番地

区

分

宿泊料金 休憩料金 夏期加算

7月及び8月
冬期加算

12月から3月ま

で

4人
用1
棟

当

た

り

25,300円 7,260円宿泊 1,760
円

休憩 880円

宿泊 3,520円
休憩 1,760円
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備考 上記金額には、入湯税は含まない。

(2) 南砺市イオックス・アローザオートキャンプ場 (1) 南砺市イオックス・アローザオートキャンプ場 表の繰上

備考 上記金額には、炊事、シャワー及びトイレカー

の利用料金を含み、用品レンタル料は含まない。

備考 上記金額には、炊事、シャワー及びトイレカー

の利用料金を含み、用品レンタル料は含まない。

6人
用1
棟

当

た

り

37,950円 10,890円宿泊 1,760
円

休憩 880円

宿泊 3,520円
休憩 1,760円

20
人

用1
棟

当

た

り

122,100円 宿泊 4,510
円

宿泊 9,020円

区分 1泊 日帰り

A モーターホーム専用サイ

ト

(A／C電源30A、水道及

び汚水排水接続可)

6,600円 2,200円

B 一般サイト 3,300円 1,100円

区分 1泊 日帰り

A モーターホーム専用サイ

ト

(A／C電源30A、水道及

び汚水排水接続可)

6,600円 2,200円

B 一般サイト 3,300円 1,100円
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(3) 南砺市イオックス・アローザ交流センター (2) 南砺市イオックス・アローザ交流センター 表の繰上

(4) 南砺市イオックス・アローザふれあいセンター (3) 南砺市イオックス・アローザふれあいセンター 同上

区分 利用料金 備考

多目的ホー

ル

1,880円1室1時間当たりの利用料金

会議室 380円1室1時間当たりの利用料金

研修室 940円1室1時間当たりの利用料金

交流・実習

室

380円1室1時間当たりの利用料金

区分 利用料金 備考

多目的ホー

ル

1,880円1室1時間当たりの利用料金

会議室 380円1室1時間当たりの利用料金

研修室 940円1室1時間当たりの利用料金

交流・実習

室

380円1室1時間当たりの利用料金

区分 利用料金 備考

会議室 380円1室1時間当たりの利用料金

研修室 940円1室1時間当たりの利用料金

研修室和室 380円1室1時間当たりの利用料金

区分 利用料金 備考

会議室 380円1室1時間当たりの利用料金

研修室 940円1室1時間当たりの利用料金

研修室和室 380円1室1時間当たりの利用料金
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南砺市五箇山和紙の里条例新旧対照表（第６条関係）

現行 改正案 備考

(名称及び位置) (名称及び位置)

第2条 和紙の里の施設の名称及び位置は、次のとおりと

する。

第2条 和紙の里の施設の名称及び位置は、次のとおりと

する。

施設の廃止

別表第1(第7条関係) 別表第1(第7条関係)

施設の廃止に伴

う改正

名称 位置

五箇山和紙工芸研究館 南砺市東中江215番地

五箇山和紙体験館 南砺市東中江291番地

たいら楮畑管理棟 南砺市渡原16番地1
南砺市たいらマウンテンス

クール

南砺市東中江790番地

南砺市五箇山和紙の里物産

館

南砺市東中江217番地

南砺市たいら郷土館 南砺市入谷139番地

名称 位置

五箇山和紙工芸研究館 南砺市東中江215番地

五箇山和紙体験館 南砺市東中江291番地

たいら楮畑管理棟 南砺市渡原16番地1
南砺市五箇山和紙の里物産

館

南砺市東中江217番地

名称 開館時間 休館日

五箇山和紙工芸

研究館

午前9時から午

後5時まで

12月29日から翌年の1
月3日までの日

五箇山和紙体験

館

午前9時から午後5
時まで

12月29日から翌年の1
月3日までの日

南砺市たいらマ 午前8時30分か

ら午後5時まで

12月29日から翌年の1
月3日までの日

名称 開館時間 休館日

五箇山和紙工芸

研究館

午前9時から午

後5時まで

12月29日から翌年の1
月3日までの日

五箇山和紙体験

館

午前9時から午後5
時まで

12月29日から翌年の1
月3日までの日

南砺市五箇山和

紙の里物産館

午前9時から午後5
時まで

12月29日から翌年の1
月3日までの日
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別表第2(第14条関係) 別表第2(第14条関係)

1 五箇山和紙工芸研究館 1 五箇山和紙工芸研究館

施設の廃止に伴

う改正

2 南砺市たいら郷土館及び五箇山和紙工芸研究館共通

ウンテンスクー

ル

南砺市五箇山和

紙の里物産館

午前9時から午後5
時まで

12月29日から翌年の1
月3日までの日

南砺市たいら郷

土館

午前9時から午後5
時まで

12月1日から翌年の3月
31日までの日

区分 金額

研究目的で利用する場

合

無料

手すき和紙作りを行う

場合

1枚 520円

区分 単位 金額 摘要

研究目的で利用す

る場合

無料

手すき和紙作りを

行う場合

1枚 520円

ギャラリ

ー

大人 個人 1人1回
につき

330円 「小人」とは、

中学生(義務教育

学校後期課程の

生徒を含む。)以
下の者をいう。

以下同じ。団体

は15人以上。

団体 220円
小人 個人 220円

団体 110円

区分 単位 個人 団体 摘要

大人 一人一回 330円 220円「小人」とは、中
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3 五箇山和紙体験館（略） 2 五箇山和紙体験館（略） 表の繰上

4 南砺市たいらマウンテンスクール

施設の廃止に伴

う表の削除

備考

1 借上げにより占用して利用する場合であり、施設

の企画で募集する体験事業については、その都度

定める。

2 光熱水費を含む。

5 南砺市五箇山和紙の里物産館（略） 3 南砺市五箇山和紙の里物産館（略） 表の繰上

小人 につき 220円 110円学生(義務教育学校

後期課程の生徒を

含む。)以下の者を

いう。以下同じ。

団体は15人以上

区分 金額

1部屋半日当たり 3,300円
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南砺市都市公園条例新旧対照表（第７条関係）

現行 改正案 備考

(指定管理者による管理) (指定管理者による管理)

第9条の2 別表第1に規定する都市公園のうち、城南中央

公園、閑乗寺公園、井波文化緑地、井波芸術の森、や

かた一号公園及び園芸植物園の管理は、法人その他の

団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理

者」という。)にこれを行わせる。この場合において、

第6条、第8条、前条及び第10条の規定中「市長」とあ

るのは「指定管理者」と、第13条の見出し中「使用

料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「法第5
条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項」

とあるのは「第6条第1項」と、「使用料」とあるのは

「利用料金」と、第14条の見出し中「使用料」とある

のは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは

「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」

と、第15条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料

金」と、「市長は、公益上その他特別の理由があると

認めるときは、使用料」を「指定管理者は、市長の承

認を受けて定めた基準により、利用料金」と、第16条
の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同

条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」

とあるのは「指定管理者」と、第17条中「市長」とあ

第9条の2 別表第1に規定する都市公園のうち、城南中央

公園、閑乗寺公園、井波文化緑地、井波芸術の森及び

やかた一号公園の管理は、法人その他の団体であっ

て、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)
にこれを行わせる。この場合において、第6条、第8
条、前条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指

定管理者」と、第13条の見出し中「使用料」とあるの

は「利用料金」と、同条第1項中「法第5条第1項、法第

6条第1項若しくは第3項、第6条第1項」とあるのは

「第6条第1項」と、「使用料」とあるのは「利用料

金」と、第14条の見出し中「使用料」とあるのは「利

用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料

金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15
条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、

「市長は、公益上その他特別の理由があると認めると

きは、使用料」を「指定管理者は、市長の承認を受け

て定めた基準により、利用料金」と、第16条の見出し

中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使

用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるの

は「指定管理者」と、第17条中「市長」とあるのは

園芸植物園の施

設の廃止に伴う

規定の改正
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るのは「指定管理者」と、第28条第1項第2号中「市

長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用

料」とあるのは「利用料金」と、別表第3中「使用料」

とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

「指定管理者」と、第28条第1項第2号中「市長」とあ

るのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあ

るのは「利用料金」と、別表第3中「使用料」とあるの

は「利用料金」と読み替えるものとする。

(園芸植物園の開園、入園時間等)
第9条の5 園芸植物園の開園及び入園時間並びに休園日

は、次の表に定めるとおりとする。ただし、指定管理

者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを

変更することができる。

園芸植物園の施

設の廃止に伴う

条の削除

2 指定管理者は、市長が必要と認めるときは、前項に定

める時間を臨時に変更しなければならない。

別表第2(第10条関係) 別表第2(第10条関係)

園芸植物園の施

設の廃止に伴う

別表の改正

開園時間 入園時間 休園日

午前9時から午

後5時まで

午前9時から

午後4時30分
まで

(1) 火曜日(その日が国民

の祝日に関する法律(昭
和23年法律第178号)に
規定する休日に当たると

きは、その翌日)
(2) 12月29日から翌年の1
月3日までの日

都市公園名 有料公園施設名

閑乗寺公園 管理・多目的施設

キャンプ場

都市公園名 有料公園施設名

閑乗寺公園 管理・多目的施設

キャンプ場
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別表第3 公園の使用料(第13条関係) 別表第3 公園の使用料(第13条関係)

1 公園施設使用料 1 公園施設使用料

園芸植物園の施

設の廃止に伴う

別表の改正

2 公園施設を設置し、又は管理する場合(法第5条第1
項関係)

2 公園施設を設置し、又は管理する場合(法第5条第1
項関係)

3 都市公園を占用する場合(法第6条第1項又は第3項関

係)
3 都市公園を占用する場合(法第6条第1項又は第3項関

係)

園芸植物園 研修室

都市公園

名

有料公園

施設

区分 単位 金額

閑乗寺公

園

管理・多

目的施設

研修室

休憩施

設

1室・施設につ

き半日

1,100円(暖房

料は別に550
円)

キャンプ

場

第1、第

2キャン

プ場

入場料(1人) 550円
1区画(日帰り) 1,650円
1区画(1泊) 3,300円
AC電源(1利用) 880円

園芸植物

園

研修室 2階研修

室

2時間 990円(冷暖房

料は別に利用

料金の30％)

都市公園

名

有料公園

施設

区分 単位 金額

閑乗寺公

園

管理・多

目的施設

研修室

休憩施

設

1室・施設につ

き半日

1,100円(暖房

料は別に550
円)

キャンプ

場

第1、第

2キャン

プ場

入場料(1人) 550円
1区画(日帰り) 1,650円
1区画(1泊) 3,300円
AC電源(1利用) 880円

区分 金額

公園施設を設置

し、又は管理す

る場合

南砺市財産条例(平成28年南砺市条例第4
9号)第6条の規定により算定して得た額

区分 金額

公園施設を設置

し、又は管理す

る場合

南砺市財産条例(平成28年南砺市条例第4
9号)第6条の規定により算定して得た額
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区分 単位 金額

(1) 電柱(鉄塔を

除く)、支柱、支

線、その他これ

らに類するもの

1本につき1年 240円

(2) 変圧塔、鉄塔

(鉄柱を含む)
1基につき1月 200円

(3) 水道管、下水

道管、ガス管そ

の他これらに類

するもの(φ80m
m未満)

1メートルにつき1
年

24円

(4) 水道管、下水

道管、ガス管そ

の他これらに類

するもの(φ80m
m以上)

1メートルにつき1
年

50円

(5) 水道施設、下

水道施設、変電

所で地下に設け

られるもの

占用面積 1平方メ

ートルにつき1月
20円

(6) 公衆電話所 1基につき1月 510円
(7) 公共駐車場そ 占用面積 1平方メ 20円

区分 単位 金額

(1) 電柱(鉄塔を

除く)、支柱、支

線、その他これ

らに類するもの

1本につき1年 240円

(2) 変圧塔、鉄塔

(鉄柱を含む)
1基につき1月 200円

(3) 水道管、下水

道管、ガス管そ

の他これらに類

するもの(φ80m
m未満)

1メートルにつき1
年

24円

(4) 水道管、下水

道管、ガス管そ

の他これらに類

するもの(φ80m
m以上)

1メートルにつき1
年

50円

(5) 水道施設、下

水道施設、変電

所で地下に設け

られるもの

占用面積 1平方メ

ートルにつき1月
20円

(6) 公衆電話所 1基につき1月 510円
(7) 公共駐車場そ 占用面積 1平方メ 20円

-113-



4 次に掲げる行為をする場合(第6条第1項関係) 4 次に掲げる行為をする場合(第6条第1項関係)

の他これに類す

る施設で、地下

に設けられるも

の

ートルにつき1月

(8) 展示会、博覧

会その他これら

に類する催しの

ための仮設工作

物

占用面積 1平方メ

ートルにつき1月
5円

(9) 工事用仮囲足

場、詰所その他

の工事用施設

占用面積 1平方メ

ートルにつき1月
180円

(10) 土石、竹

木、瓦その他の

工事用材料置場

占用面積 1平方メ

ートルにつき1月
180円

の他これに類す

る施設で、地下

に設けられるも

の

ートルにつき1月

(8) 展示会、博覧

会その他これら

に類する催しの

ための仮設工作

物

占用面積 1平方メ

ートルにつき1月
5円

(9) 工事用仮囲足

場、詰所その他

の工事用施設

占用面積 1平方メ

ートルにつき1月
180円

(10) 土石、竹

木、瓦その他の

工事用材料置場

占用面積 1平方メ

ートルにつき1月
180円

区分 単位 金額

(1) 業として写真

の撮影を行う場

合

1件につき1日 100円

(2) 業として映画

の撮影を行う場

合

1件につき1日 5,230円

区分 単位 金額

(1) 業として写真

の撮影を行う場

合

1件につき1日 100円

(2) 業として映画

の撮影を行う場

合

1件につき1日 5,230円
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備考 備考 使用料の額の算出については、次の各号に定め

るところによる。

園芸植物園の施

設の廃止に伴う

1 使用料の額の算出については、次の各号に定める

ところによる。

別表の備考の改

正

(1) 算出の基礎とする期間については、使用料の

額が年額で定めている許可に係る期間が1年未満

である場合は月割とし、1箇月未満の端数が生じ

た場合は1箇月とする。

(1) 算出の基礎とする期間については、使用料の

額が年額で定めている許可に係る期間が1年未満

である場合は月割とし、1箇月未満の端数が生じ

た場合は1箇月とする。

(2) 算出の基礎とする単位については、単位に満

たない場合は、当該単位まで切り上げる。

(2) 算出の基礎とする単位については、単位に満

たない場合は、当該単位まで切り上げる。

2 園芸植物園の利用料金については、次の各号に定

めるところによる。

(1) 利用者が商業宣伝、営業その他これに類する

(3) 興業を行う場

合

1件につき1日 5,230円

(4) 展示会、撮影

会、博覧会その

他これらに類す

る行為

1件につき1日 1,040円

(5) 行商、出店そ

の他これらに類

する行為

1件につき1日 150円

(3) 興業を行う場

合

1件につき1日 5,230円

(4) 展示会、撮影

会、博覧会その

他これらに類す

る行為

1件につき1日 1,040円

(5) 行商、出店そ

の他これらに類

する行為

1件につき1日 150円
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目的を持って利用する場合は、利用料金に次に

掲げる割合を乗じて得た額を加算する。

ア 市内に事業所を有する業者の場合は、100分
の50

イ 市内に事業所を有しない業者の場合は、100
分の100

(2) 許可を受けた単位時間を超えて利用した場合

は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき

利用料金に100分の50を乗じて得た額を加算す

る。

(3) 前2号で加算した額に1円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てる。

(4) 利用時間を短縮した場合においても、利用料

金は減額しない。
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高岡市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る連携協約新旧対照表

現行 改正案 備考

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ (略) １ (略)

２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組 ２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組

対象市

の追加

及び字

句の削

除

３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組 ３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組

（１）生活機能の強化に係る分野 （１）生活機能の強化に係る分野

主体市

の変更

取組の内容 高岡市の役割 南砺市の役割

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏域内の

企業、大学、行政間

の連携推進や活動支

援に取り組む。

射水市と連携・協

力して圏域内の企

業、大学、行政間

の連携推進や活動

支援に主体的に取

り組む。

高岡市及び射水市

と連携・協力して圏

域内の企業、大学、

行政間の連携推進

や活動支援に取り

組む。

取組の内容 高岡市の役割 南砺市の役割

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏域内の

企業、大学、行政間

の連携推進や活動支

援に取り組む。

南砺市及び射水市

と連携・協力して

圏域内の企業、大

学、行政間の連携

推進や活動支援に

取り組む。

高岡市及び射水市

と連携・協力して圏

域内の企業、大学、

行政間の連携推進

や活動支援に取り

組む。

取組の内容 高岡市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

射水市と連携・協力

して地域医療及び

介護・福祉サービス

高岡市及び射水市

と連携・協力して地

域医療及び介護・福

取組の内容 高岡市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

小矢部市と連携・協

力して地域医療及

び介護・福祉サービ

高岡市及び小矢部

市と連携・協力して

地 域 医 療 及 び 介
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（２）(略) （２）(略)

（３）(略) （３）(略)

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

の充実に主体的に

取り組む。

祉サービスの充実

に取り組む。

(略) (略) (略)

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

スの充実に主体的

に取り組む。

護・福祉サービスの

充実に取り組む。

(略) (略) (略)
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射水市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る連携協約新旧対照表

現行 改正案 備考

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ (略) １ (略)

２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組 ２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組

項の追

加

主体市

市及び

字句の

削除

取組の内容 射水市の役割 南砺市の役割

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏域内の

企業、大学、行政間

の連携推進や活動支

援に取り組む。

高岡市と連携・協

力して圏域内の企

業、大学、行政間

の連携推進や活動

支援に主体的に取

り組む。

射水市及び高岡市

と連携・協力して圏

域内の企業、大学、

行政間の連携推進

や活動支援に取り

組む。

取組の内容 射水市の役割 南砺市の役割

がん医療等における

高度な医療サービス

の安定的供給や地域

医療の質の向上につ

ながる、医療連携の

促進や機能強化・充

実に取り組む。

南砺市、高岡市及

び砺波市と連携・

協力して圏域の医

療連携の促進や機

能強化・充実に取

り組む。

射水市、高岡市及び

砺波市と連携・協力

して圏域の医療連

携の促進や機能強

化・充実に取り組

む。

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏域内の

企業、大学、行政間

の連携推進や活動支

援に取り組む。

圏域内の企業、大

学、行政間の連携

推進や活動支援に

主 体 的 に 取 り 組

む。

射水市と連携・協力

して圏域内の企業、

大学、行政間の連携

推進や活動支援に

取り組む。
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３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組 ３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組

（１）生活機能の強化に係る分野 （１）生活機能の強化に係る分野

字句の

削除及

び主体

市の変

更

（２）(略) （２）(略)

（３）(略) （３）(略)

取組の内容 射水市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

高岡市と連携・協力

して地域医療及び

介護・福祉サービス

の充実に主体的に

取り組む。

射水市及び高岡市

と連携・協力して地

域医療及び介護・福

祉サービスの充実

に取り組む。

(略) (略) (略)

取組の内容 射水市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

南砺市、高岡市及び

小矢部市と連携・協

力して地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

射水市、高岡市及び

小矢部市と連携・協

力して地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

(略) (略) (略)
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氷見市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る連携協約新旧対照表

現行 改正案 備考

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ (略) １ (略)

２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組 ２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組

主体市

の削除

３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組 ３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組

（１）生活機能の強化に係る分野 （１）生活機能の強化に係る分野

主体市

の変更

取組の内容 氷見市の役割 南砺市の役割

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏域内の

企業、大学、行政間

の連携推進や活動支

援に取り組む。

南砺市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して圏域内の企業、

大学、行政間の連携

推進や活動支援に

取り組む。

氷見市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して圏域内の企業、

大学、行政間の連携

推進や活動支援に

取り組む。

取組の内容 氷見市の役割 南砺市の役割

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏域内の

企業、大学、行政間

の連携推進や活動支

援に取り組む。

南砺市及び射水市

と連携・協力して圏

域内の企業、大学、

行政間の連携推進

や活動支援に取り

組む。

氷見市及び射水市と

連携・協力して圏域内

の企業、大学、行政間

の連携推進や活動支

援に取り組む。

取組の内容 氷見市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

南砺市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して地域医療及び

氷見市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して地域医療及び

取組の内容 氷見市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

南砺市、高岡市及び

小矢部市と連携・協

力して地域医療及

氷見市、高岡市及び

小矢部市と連携・協

力して地域医療及び
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（２）(略) （２）(略)

（３）(略) （３）(略)

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

介護・福祉サービス

の充実に取り組む。

介護・福祉サービス

の充実に取り組む。

(略) (略) (略)

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

介護・福祉サービス

の充実に取り組む。

(略) (略) (略)
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砺波市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る連携協約新旧対照表

現行 改正案 備考

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ (略) １ (略)

２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組 ２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組

主体市

の削除

３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組 ３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組

（１）生活機能の強化に係る分野 （１）生活機能の強化に係る分野

主体市

の変更

取組の内容 砺波市の役割 南砺市の役割

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏域内の

企業、大学、行政間

の連携推進や活動支

援に取り組む。

南砺市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して圏域内の企業、

大学、行政間の連携

推進や活動支援に

取り組む。

砺波市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して圏域内の企業、

大学、行政間の連携

推進や活動支援に

取り組む。

取組の内容 砺波市の役割 南砺市の役割

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏域内の

企業、大学、行政間

の連携推進や活動支

援に取り組む。

南砺市及び射水市

と連携・協力して圏

域内の企業、大学、

行政間の連携推進

や活動支援に取り

組む。

砺波市及び射水市

と連携・協力して圏

域内の企業、大学、

行政間の連携推進

や活動支援に取り

組む。

取組の内容 砺波市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

南砺市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して地域医療及び

砺波市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して地域医療及び

取組の内容 砺波市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

南砺市、高岡市及び

小矢部市と連携・協

力して地域医療及

砺波市、高岡市及び

小矢部市と連携・協

力して地域医療及
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（２）(略) （２）(略)

（３）(略) （３）(略)

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

介護・福祉サービス

の充実に取り組む。

介護・福祉サービス

の充実に取り組む。

(略) (略) (略)

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

(略) (略) (略)
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小矢部市とのとやま呉西圏域連携中枢都市圏形成に係る連携協約新旧対照表

現行 改正案 備考

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１ (略) １ (略)

２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組 ２ 高次の都市機能の集積・強化に関する取組

主体市

の削除

３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組 ３ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上に関する取組

（１）生活機能の強化に係る分野 （１）生活機能の強化に係る分野

対象市

の削除

及び主

取組の内容 小矢部市の役割 南砺市の役割

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏 域内

の企業、大学、行政

間の連携推進や活動

支援に取り組む。

南砺市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して圏域内の企業、

大学、行政間の連携

推進や活動支援に

取り組む。

小矢部市、高岡市及

び射水市と連携・協

力して圏域内の企

業、大学、行政間の

連携推進や活動支

援に取り組む。

取組の内容 小矢部市の役割 南砺市の役割

(略) (略) (略)

高度専門的な研究施

設整備や地域ニーズ

に対応する人材育成

等に向け、圏 域内

の企業、大学、行政

間の連携推進や活動

支援に取り組む。

南砺市及び射水市

と連携・協力して

圏域内の企業、大

学、行政間の連携

推進や活動支援に

取り組む。

小矢部市及び射水

市と連携・協力して

圏域内の企業、大

学、行政間の連携推

進や活動支援に取

り組む。

取組の内容 小矢部市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

南砺市、高岡市及び

射水市と連携・協力

して地域医療及び

小矢部市、高岡市及

び射水市と連携・協

力して地域医療及

取組の内容 小矢部市の役割 南砺市の役割

病診連携の強化、看

護人材の確保、子育

て支援、ＩＣＴを活

高岡市と連携・協力

して地域医療及び

介護・福祉サービス

小矢部市及び高岡

市と連携・協力して

地 域 医 療 及 び 介
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体市の

変更

（２）(略) （２）(略)

（３）(略) （３）(略)

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

介護・福祉サービス

の充実に取り組む。

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

(略) (略) (略)

用した安定的な医療

提供等、地域医療及

び介護・福祉サービ

スの充実に取り組

む。

の充実に主体的に

取り組む。

護・福祉サービスの

充実に取り組む。

(略) (略) (略)
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